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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成16年３月平成17年３月平成18年３月平成19年３月平成20年３月

売上高 （千円） 143,031,215166,644,630179,505,963169,602,217170,739,820

経常利益 （千円） 10,324,39010,951,98212,013,3609,852,5037,761,334

当期純利益 （千円） 4,838,7585,336,9234,938,779726,1122,172,282

純資産額 （千円） 76,783,99180,433,55082,315,33385,433,91382,296,979

総資産額 （千円） 152,835,076171,633,639174,182,436177,807,756177,461,287

１株当たり純資産額 （円） 2,068.312,166.362,217.662,136.132,148.90

１株当たり当期純利益 （円） 126.32 139.79 129.46 19.72 61.89

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

（円） － － － － 61.81

自己資本比率 （％） 50.2 46.9 47.3 43.3 41.0

自己資本利益率 （％） 6.5 6.8 6.1 0.9 2.9

株価収益率 （倍） 35.23 23.46 27.04 177.98 30.09

営業活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 10,173,74010,517,71420,328,6549,780,66517,416,927

投資活動による
キャッシュ・フロー

（千円） △16,731,813△13,346,247△16,694,712△19,867,433△11,695,730

財務活動による
キャッシュ・フロー

（千円） 3,102,4829,682,718△1,849,0618,474,030△2,301,219

現金及び現金同等物
の期末残高

（千円） 11,352,46218,206,64819,991,52918,378,79221,667,287

従業員数

［外、平均臨時雇用人員］
（名）

7,882

［860］

8,473

［965］

9,415

［1,258］

10,083

［1,327］

10,529

［1,423］

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第34期、第35期、第36期及び第37期は、ストックオプション制度を採用しておりますが、調整計算の結果、１株当

たり当期純利益が減少しないため、記載しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、第37期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成16年３月平成17年３月平成18年３月平成19年３月平成20年３月

売上高 （千円） 86,727,14699,047,740102,092,58492,704,63589,297,398

経常利益 （千円） 7,177,3966,334,4095,925,8545,826,0653,090,347

当期純利益 （千円） 4,687,9763,917,1702,817,207503,9931,322,003

資本金 （千円） 26,200,28926,200,28926,200,28926,200,28926,200,289

発行済株式総数 （株） 37,546,32937,546,32937,546,32937,546,32937,546,329

純資産額 （千円） 73,601,28076,461,77974,822,56071,522,93967,468,098

総資産額 （千円） 123,305,534134,016,178130,326,788139,337,528137,183,887

１株当たり純資産額 （円） 1,983.942,061.562,017.711,983.841,993.08

１株当たり配当額 （円） 22 20 20 20 25

（１株当たり中間配当額） （円） （11） （11） （10） （10） （10）

１株当たり当期純利益 （円） 123.82 103.91 74.51 13.69 37.66

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） 59.7 57.1 57.4 51.3 49.2

自己資本利益率 （％） 6.5 5.2 3.7 0.7 1.9

株価収益率 （倍） 35.94 31.57 46.98 256.42 49.44

配当性向 （％） 17.8 19.2 26.8 146.1 66.4

従業員数 （名） 4,697 4,813 5,142 5,544 5,680

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、ストックオプション制度を採用しておりますが、調整計算

の結果、１株当たり当期純利益が減少しないため、記載しておりません。

３　第34期の１株当たり配当額22円（１株当たり中間配当額11円）には、新本社ビル竣工記念配当２円を含んでお

ります。

４ 純資産額の算定にあたり、第37期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。
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２ 【沿革】

　
昭和45年５月 野澤徹、現代表取締役会長野澤宏は、製造業、金融業等のコンピュータ導入活発化に伴いコン

ピュータ産業の将来性に着目し、株式会社富士ソフトウエア研究所(資本金3,000千円)を神奈川県

横浜市旭区左近山1148番地に設立

昭和45年８月 本社移転(神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目６番１号)

昭和45年10月本社移転(神奈川県横浜市神奈川区子安台１丁目７番10号)

昭和48年４月 本社移転(東京都品川区北品川４丁目10番地)

昭和52年７月 本社移転(東京都港区芝浦１丁目11番17号)

昭和58年５月 本社移転(東京都港区芝浦２丁目10番５号)

昭和59年４月 事業の規模拡大に伴い富士ソフトウエア株式会社に商号変更

昭和60年５月 本社新社屋完成本社移転(神奈川県鎌倉市岡本960番地１)、旧本社は芝浦事務所に改称

昭和62年12月(社)日本証券業協会に株式を店頭売買銘柄として登録

平成４年10月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

平成７年６月 事業の規模拡大に伴い富士ソフト株式会社に商号変更

ISO9001(品質保証の国際規格)認証取得

平成８年９月 株式会社オーエー研究所買収、当社子会社化

平成８年10月 株式会社エービーシと合併、富士ソフトエービーシ株式会社に商号変更

株式会社エービーシサービスビューロ(現富士ソフトサービスビューロ株式会社)子会社化

平成９年１月 株式会社ソフトウェア企画、当社子会社化

平成９年10月 有限会社ケイアール企画(現富士ソフト企画株式会社)及びネオスソフト株式会社、当社子会社化

平成10年３月 ネオテック株式会社、当社子会社化

平成10年８月 ISO14001(環境マネジメントシステムの国際規格)認証取得

平成10年９月 東京証券取引所市場第一部に株式指定替え

平成10年10月ネオテック株式会社とネオスソフト株式会社が合併、サイバネットシステム株式会社に商号変更

平成11年３月 勧角コンピュータシステム株式会社（現富士ソフトケーシーエス株式会社）買収、当社子会社化

平成11年４月 合弁会社としてダイヤモンド富士ソフト株式会社をダイヤモンドコンピュータサービス株式会社

とともに設立

平成11年10月サイバネットシステム株式会社買収、当社子会社化

平成13年４月 事業本部制導入

平成13年７月 株式会社ダイエー情報システム（現富士ソフトディーアイエス株式会社）買収、当社子会社化

平成13年10月当社子会社サイバネットシステム株式会社、ジャスダックに株式公開

平成14年３月 株式会社ソフトウェア企画、サイバーコム株式会社、ボスシステム株式会社、有明システム株式会

社の４社が合併、新会社の商号はサイバーコム株式会社

株式会社マイカルシステムズ（現ヴィンキュラム ジャパン株式会社）買収、当社子会社化

平成14年４月 本社本部制導入

平成14年５月 プライバシーマーク取得

平成15年８月 当社子会社サイバネットシステム株式会社、東京証券取引所市場第二部上場

平成16年４月 本社機能移転（神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地）

平成16年６月 しんわシステムサービス株式会社買収、当社子会社化した後、富士ソフトＳＳＳ株式会社に社名変

更

平成16年６月 本店所在地の変更（神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地）

平成16年９月 株式会社東証コンピュータシステム買収、当社子会社化

平成16年９月 当社子会社サイバネットシステム株式会社、東京証券取引所市場第一部上場

平成17年８月 エース証券株式会社第三者割当増資の引受、当社関連会社化

当社子会社サイバネットシステム株式会社が株式会社プラメディアを買収、子会社化

平成17年10月ブレインセラーズ・ドットコム株式会社第三者割当増資の引受

パルスイムノテック株式会社第三者割当増資の引受

平成17年11月ＩＳＭＳ認証取得

当社子会社ヴィンキュラムジャパン株式会社、ジャスダック上場

平成18年７月 富士ソフト株式会社に商号変更

平成19年２月 「富士ソフト秋葉原ビル」(東京都千代田区神田練塀町３)竣工

平成19年３月 パルスイムノテック株式会社第三者割当増資の引受

平成19年６月 当社子会社サイバーコム株式会社、ジャスダック上場

平成19年８月 当社子会社富士ソフトメディカル株式会社を設立

平成20年１月 システム事業本部Ｖ＆Ｖ事業部を会社分割し、当社子会社株式会社Ｖ＆Ｖを設立
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３ 【事業の内容】

当社グループは、連結子会社13社、持分法適用非連結子会社３社、持分法適用関連会社５社で構成され、ソフトウェア

開発関連事業、アウトソーシング事業、ソリューションサービス事業を主な事業として行っております。

　グループ各社は、独自の営業展開をしておりますが、グループ各社との連携も図っております。

当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

　なお、ソフトウェア開発関連事業に係わるグループ各社の主な位置づけとしては、システム構築全般を当社が行い、主

にソフトウェア開発をグループ各社が行っております。

当社グループの事業に係わる位置づけは以下のとおりであります。

なお、以下の事業区分は第５「経理の状況」１「連結財務諸表等」に記載する事業のセグメント情報と同一の区分で

あります。

　
区　　　　　分 事 業 内 容

ソフトウェア開発関連事業
制御系、業務系の受託ソフトウェア開発及び自社開発製品等のソフトウェアプ
ロダクトの開発販売等

アウトソーシング事業
システム保守・運用、コンサルティング、オフィスサービス他のアウトソーシン
グサービス

ソリューションサービス事業 ハードウェア及びソフトウェアの物品販売等

その他事業 人材派遣業等

　
なお、事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所

資本金
又は
出資金
（千円)

主要な事業
の内容

議決権の所有

(被所有)割合

(％)

関係内容

(連結子会社)

　サイバネットシステム㈱
　　　　　　　　　(注３)

東京都千代田区 995,000
（プロダクト）
ソフトウェア開発関連
事業

53.81

パッケージ販売を担当しております。
なお、当社所有の建物を賃借しており
ます。また、当社に対して資金貸付を
行っております。

　富士ソフトディーアイエス㈱
　　　(注４)(注５)(注６)

東京都千代田区 2,335,700

（流通系）
ソフトウェア開発関連
事業
アウトソーシング事業
ソリューションサービ
ス事業

65.00
当社の受託ソフトウェアの一部を開
発しております。なお、当社より資金
援助を受けております。

　ヴィンキュラムジャパン㈱
　　　　　　　　　(注３)

大阪府大阪市　
北区

542,125

（流通系）
ソフトウェア開発関連
事業
アウトソーシング事業
ソリューションサービ
ス事業

60.40
当社の受託ソフトウェアの一部を開
発しております。なお、当社所有の建
物を賃借しております。

　㈱東証
コンピュータシステム
　　　　　　　　　(注４)

東京都中央区 400,000

（金融系）
ソフトウェア開発関連
事業
アウトソーシング事業

64.50
当社の受託ソフトウェアの一部を開
発しております。また、当社に対して
資金貸付を行っております

　サイバーコム㈱
　　　　　　(注３)(注４)

宮城県仙台市
青葉区

399,562

（通信系）
ソフトウェア開発関連
事業
ソリューションサービ
ス事業

56.87
当社の受託ソフトウェアの一部を開
発しております。なお、当社所有の建
物を賃借しております。

　富士ソフトケーシーエス㈱
　　　　　　　　　(注４)

東京都墨田区 434,000

（金融系）
ソフトウェア開発関連
事業
アウトソーシング事業
ソリューションサービ
ス事業

68.09
当社の受託ソフトウェアの一部を開
発しております。なお、当社所有の建
物を賃借しております。

　富士ソフトサービスビューロ
㈱
　　　　　　　　　(注４)

東京都墨田区 50,000
（オフィスサービス）
アウトソーシング事業

91.40
当社のデータエントリー業務の大半
を行っております。なお、当社所有の
建物を賃借しております。

　㈱オーエー研究所　　　　　　　 神奈川県鎌倉市 451,000

（ハードウェア開発）
ソフトウェア開発関連
事業
ソリューションサービ
ス事業

76.51
当社の受託ソフトウェアの一部を開
発しております。

　㈱マーキュリースタッフィン
グ　　　　　　　(注４)

東京都港区 50,000
（人材派遣業等）
その他事業

80.00
当連結会計年度においては、記載すべ
き関係内容はありません。

　㈱Ｖ＆Ｖ
　　　　　　　　　(注４)

神奈川県横浜市
中区

200,000
（通信系）
ソフトウェア開発関連
事業

100.00

当社が開発したソフトウェアの品質
検査を行っております。なお、当社所
有の建物を賃借しております。また、
当社より資金援助を受けております。

　その他連結子会社３社 － － － － －

(持分法適用関連会社)

　㈱日本ビジネスソフト 長崎県佐世保市 10,000

（業務系）
ソフトウェア開発関連
事業
ソリューションサービ
ス事業

40.00
当社の受託ソフトウェアの一部を開
発しております。

　ダイヤモンド富士ソフト㈱
　　　　　　　　　(注４)

東京都品川区 480,000
（業務系）
ソフトウェア開発関連
事業

45.00
当社の受託ソフトウェア(ERP事業)の
一部を開発しております。

　㈱ブロックライン 東京都港区 680,000

（ソリューションサー
ビス）
ソリューションサービ
ス事業

30.00
当社のネットワークサービスの一部
を委託しております。

　エース証券㈱
　　　　　　(注３)(注４)

大阪府大阪市
中央区

8,831,125
（証券系）
証券業

32.98
当連結会計年度においては、記載すべ
き関係内容はありません。

　パルスイムノテック㈱　　　　　　
　　　

東京都八王子市 160,880
（医療系）
医療検査機器・試薬開
発

26.45
当連結会計年度においては、記載すべ
き関係内容はありません。

(注) １．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．上記の連結子会社のうち、特定子会社に該当する会社はありません。

３．有価証券報告書を提出しております。

４．当社役員が、当該会社の役員を兼任しております。

５．債務超過会社であり、債務超過の額は5,480,870千円であります。

６．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

主要な損益情報等 （1）売上高 22,997,859千円

（2）経常利益 733,953千円

（3）当期純利益 506,033千円

（4）純資産額 △5,480,870千円

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

有価証券報告書

  6/126



（5）総資産額 13,309,233千円
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ソフトウェア開発関連事業、アウトソーシング事業、ソ
リューションサービス事業、その他事業

9,718（1,423）

管理部門 811（　 －）

合計 10,529（1,423）

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員数であります。

２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当連結会計年度における平均雇用人員であります。

３　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。

４　特定のセグメントに区分することが困難なため、一括記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

5,680 32.6 6.5 5,591,087

(注) １　従業員数は就業人員数であります。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

　

(3) 労働組合の状況

労働組合はありません。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、全体的には、緩やかな回復基調にあるものの、年度の後半から

は住宅投資の落ち込みや原油価格の高騰に加え、サブプライムローン問題を発端とする米国経済の後退

等の影響により、先行きが不透明な状況となっております。

当業界におきましては、金融業界の活発な事業展開により、証券・銀行・保険などのシステム開発案

件、また、内部統制やＩＴ統制に関連した開発案件が増加傾向にありました。このように、お客様からのシ

ステム開発ニーズは拡大を続けているものの、一方でサービス価格は下落しており、市場の伸びは鈍化し

ております。

このような状況のもと、当社グループは、昨年度を「第二の創業」と位置付け、「ＩＴ業界のリーディ

ングカンパニーを目指す！」を基本方針とし、受託開発主体の事業体制から、ユーザーニーズに直接応え

るプロダクト、サービスを提供できる企業体質への転換を図るべく、独自プロダクトの開発、高付加価値

ビジネスの追求などＩＴソリューションベンダーに向け取り組んでまいりました。

当社はコーポレートガバナンスに関する基本方針に基づき、ＣＳＲ（企業の社会的責任）推進委員会、

倫理委員会を発足し、更なるコンプライアンス推進体制の確立にも取り組んでまいりました。

さらに、様々なリスクに関し、リスクの把握、早期発見を行い、リスク回避・低減の対策等を行うため、

リスクマネジメント委員会を発足させ、継続的なリスクマネジメントシステムの構築を図ってまいりま

した。

また、平成19年６月には、当社の連結子会社であるサイバーコム株式会社がジャスダック証券取引所へ

の上場を果たし、平成20年１月には、組込系ソフトウェアの検証・評価・品質保証をお客様に提供する当

社システム事業本部Ｖ＆Ｖ事業部を分社化し、株式会社Ｖ＆Ｖを設立するなど、グループ全体の拡充を

図ってまいりました。

事業につきましては、アジア最大級の規模を誇る映像・情報・通信の国際展示会「ＣＥＡＴＥＣ　ＪＡ

ＰＡＮ　2007」、米ネバダ州ラスベガスで行われた世界最大の家電展示会「ＣＥＳ」等に出展し、「ＡＫ

ＩＢＡから世界へ」をコンセプトに国内市場のみでなく、海外市場に向けても積極的な活動を行ってま

いりました。

また、自動車向け組込ソフト事業では、車載ソフト開発の国内外の標準化団体に加盟し、車載ソフト開

発の技術力強化を図り、国内メーカーとの協力関係を強め、受注拡大につなげてまいりました。

さらに、内部統制における企業の業務プロセス改善支援ソフト「ＦＳＢｉｚＴｒｕｓｔ」、デジタルテ

レビ向けミドルウェア「ＦＳＤＴＶ」を発売するなど、新プロダクト・新サービスによる市場創造にも

積極的に取り組んでまいりました。

その他、産官学連携の一環として、独立行政法人科学技術振興機構からの委託を受け、インプラント型

再生軟骨実用化に向けての研究開発にも取り組んでまいりました。

今期で19回目を迎えました「全日本ロボット相撲大会」では、参加者の皆様に研究意欲の向上と創造

性発揮の場を提供し、ロボットづくりを通じての技術者育成といった、業界全体の底上げにも取り組んで

まいりました。

当連結会計年度の業績につきましては、当社グループの組込系ソフトウェア開発である通信系が伸び

悩みましたが、機械制御系、製造業向けを中心とする業務系ソフトウェア開発が順調に推移しました結

果、売上高は1,707億39百万円（前年比0.7％増）となりました。利益につきましては、売上原価率の改善

はあったものの、秋葉原ビル取得による減価償却費の増加、営業・管理部門の強化及び採用・教育費等の

増加により販売費及び一般管理費が321億85百万円（前年比9.2%増）と増加したため、営業利益は75億17

百万円（前年比19.8％減）、経常利益は77億61百万円（前年比21.2％減）となりました。

また、特別利益に、生命保険解約返戻金、投資有価証券売却益、持分変動差益を、特別損失に、投資有価証

券評価損、のれん償却額等を計上した結果、当期純利益は21億72百万円（前年比199.2％増）となりまし

た。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（ソフトウェア開発関連事業）

組込系につきましては、通信制御系において携帯電話向けの受注が減少したものの、自動車等の機械制

御系組込が好調に推移しました。

また、業務系につきましては、製造業向けが好調だったものの、流通系等が伸びずに減少しました。
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この結果、売上高は1,200億86百万円（前年1,200億40百万円）となりました。

営業利益については、管理人件費、販売支援費及び教育採用費等の増加もあり、営業利益は94億13百万

円（前年比19.8％減）となりました。

（アウトソーシング事業）

当社グループにおいて、アウトソーシング事業の拡大を図ってまいりましたが、システム保守・運用

サービスは伸び悩み、売上高は313億30百万円（前年比9.9％減）となりました。

営業利益につきましては、原価率の改善もあり、５億93百万円（前年比86.7％増）となりました。

（ソリューションサービス事業）

ハードウェア及びソフトウェア等の物品販売の増加により、売上高は168億49百万円（前年比15.3％

増）となりました。

営業利益については、映像事業で人件費、施設費等の増加があったことにより、営業損失は25億63百万

円（前年営業損失27億66百万円）となりました。

（その他事業）

人材派遣業等については、売上高は24億73百万円（前年比1,453.8％増）、営業利益は73百万円（前年

比12.1％減）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、216億

67百万円となり、前連結会計年度末に比べ32億88百万円増加しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、174億16百万円（前年差76億36百万円の収入

増）となりました。

これは、税金等調整前当期純利益が71億62百万円（前年差11億78百万円収入増）、減価償却費99億22百

万円（前年差28億21百万円増）、仕入債務の増減額14億68百万円（前年差54億95百万円収入増）等によ

るものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において投資活動による資金の減少は116億95百万円（前年差81億71百万円支出減）

となりました。

これは、有形固定資産の取得27億８百万円（前年差124億91百万円支出減）、無形固定資産の取得53億

55百万円（前年差66百万円支出増）、投資有価証券の取得による支出49億３百万円（前年差38億90百万

円支出増）等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度において財務活動による資金の減少は23億１百万円（前年差107億75百万円収入減）

となりました。これは、短期借入れによる収入及び短期借入金の返済による支出、長期借入れによる収入

及び長期借入金の返済による支出の収支26億85百万円（前年差97億47百万円収入減）、自己株式の取得

による支出45億42百万円（前年差16億53百万円支出増）等によるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度におけるソフトウェア開発関連事業の生産実績を示すと、次のとおりであります。

　

事業の種類別セグメント 生産高(千円) 前年比(％)

ソフトウェア開発関連事業 87,286,319 ＋2.5

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　生産高はソフトウェア開発関連事業にかかわるものであります。

３　金額は、製造原価により算出しております。

４　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当連結会計年度におけるソフトウェア開発関連事業の受注実績を示すと、次のとおりであります。

　

事業の種類別セグメント 受注高(千円) 前年比(％) 受注残高(千円) 前年比(％)

ソフトウェア開発関連事業 118,854,786△2.8 24,322,174 △4.8

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　受注高及び受注残高はソフトウェア開発関連事業にかかわるものであります。

３　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

　

事業の種類別セグメント 販売高(千円) 前年比(％)

ソフトウェア開発関連事業 120,086,782 ＋0.0

アウトソーシング事業 31,330,108 △9.9

ソリューションサービス事業 16,849,467 ＋15.3

その他事業 2,473,461 ＋1,453.8

合計 170,739,820 ＋0.7

(注) １　セグメント間の取引については相殺消去しております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、

当該割合が100分の10に満たないため、記載を省略しております。
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３ 【対処すべき課題】

今後のわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とする米国経済の後退、証券市場の混乱、原油価格

の高騰に伴う原材料価格の高騰などの要因により個人消費も落ち込み、見通しが不透明な状況は続くもの

と考えられます。

このような経済情勢の中、情報サービス業界におきましては、情報セキュリティ対策や内部統制に関する

需要が高まってきているものの、人材不足は深刻化し、納期・品質等に対する要請や、高度化・多様化する

お客様のニーズへの対応が求められるといった厳しい状況であります。

そのような情勢下、当社グループは、昨年度より中期計画の基本方針として、「ＩＴ業界のリーディング

カンパニーを目指す！～成長と高付加価値の追求～」を掲げ、活動をしてまいります。

その重点方針として、

①自立・再編・共有・団結

②グローバル戦略の推進

③業界トップレベルの経営改革の推進

④グループ人財の交流促進

に取り組んでまいります。

当社グループは、中長期計画の実現に向け、新たな市場の開拓、プライムベンダーへの転換、新プロダクト

・新サービスの開発・展開などを実施してまいります。

さらに他社との差別化を図るため、専門領域に特化した体制作り、専門教育の高度化を図り、サービス品

質の向上を目指してまいります。

高付加価値ビジネスに向けては、専門分野の明確化と優位性の再認識を行い、事業の選択と集中を行うと

ともに、市場環境の変化に応じた人財の確保・育成を目指してまいります。

事業面では、ソフト開発からシステム運用のアウトソーシングまでを組み合わせた一括サービス「ＦＳ

－ＯｎｅＳｔｏｐ・Ｐａｃｋａｇｉｎｇ」の提供を予定しており、独自プロダクト・独自サービスの開発

・展開、重点ソリューション事業への注力を行うとともに、国内市場のみならず、世界市場での展開やオフ

ショアの活用など海外を視野に入れた事業展開を進めてまいります。

管理面では、基幹システムの徹底活用による業務高度化の実現を目指し、内部統制システムの確立、コン

プライアンスの徹底遵守とＣＳＲ（企業の社会的責任）の強化に努めてまいります。

技術面では、技術教育の体系化・高度化による戦略的な人材育成、プロジェクト管理手法の高度化による

管理効率の向上を進め、付加価値を生む収益構造の構築を図ってまいります。さらにＩＴ業界のリーディン

グカンパニーとして、世界に通用する技術・商品・サービスの研究・開発・発掘を積極的に行ってまいり

ます。

　

（株式会社の支配に関する方針）

一　基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業

価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要が

あると考えています。当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株

主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がな

される場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するもので

はありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する

明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や

株主が株式の大量買付の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十
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分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために

買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないもの

も少なくありません。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、①組込系ソフトウェア開発事業をはじめとするＩＴ

の技術開発力、②グループ各社の強みを活かした経営体制、③高い技術力を有する技術者と組織力などを十

分に理解し、ステークホルダーであるお客さま、お取引先さま、株主のみなさま、社員との信頼関係を維持

し、彼らの期待に応えていきながら、中長期的な視点に立って当社の企業価値ひいては株主共同の利益を維

持、向上させる者でなければならないと考えております。

したがって、当社としてはこのような当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない大量買付を行

う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付

に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必

要があると考えます。

　

二　基本方針の実現に資する特別な取組み

１．当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

（１）当社グループの基本的な事業運営の考え方

当社グループは、昭和45年（1970年）の創業以来37年以上に亘り培われてきた高度な技術力とノウ

ハウを元に組込系、業務系システムの構築を軸とするソフトウェア開発事業、保守・運用を中心とする

アウトソーシング事業、コンサルティングサービスをはじめとするソリューション事業を通じ、常にお

客様の満足の獲得や地域社会の貢献に努めてまいりました。

当社は、金融機関を中心としたソフトウェアの投資計画の顕在化や、情報セキュリティ対応をはじめ

とする活発なＩＴ投資が行われている昨今の情勢の中、「第二の創業」と位置付け、事業拡大に力を傾

注するとともに、「質の向上」に重きを置き、信頼される会社を目指し、平成18年７月１日付でシンボ

ルマーク等を一新した「富士ソフト株式会社」へ社名を変更いたしました。

また、平成19年２月に竣工いたしました秋葉原ビルをシンボルタワーと位置付け、「ＡＫＩＢＡから

世界へ。Ｎｅｗ ａｎｓｗｅｒ ｉｓ ｈｅｒｅ.ＩＴを変える、ＩＴソリューションベンダー」をコンセ

プトに掲げ、ブランドイメージの向上に取り組んでまいりました。

当社は、受託開発主体事業から、ユーザーニーズに応えるサービスやソリューションを提供できる企

業体質への転換を図るべく、重点ソリューション事業を中心とした研究開発投資を実施し、企画提案力

で高付加価値ビジネスを追求するＩＴソリューションベンダーとして取り組んでまいりました。

また、デジタル映像分野では、映像配信、高速ストリーミング、音響サラウンドビジネスの展開を強化

すべく、新設の秋葉原ビルにおいて世界最高水準の映像設備を導入いたしました。さらに、独自技術を

活かした研究開発の推進、人材育成・人材採用投資についても積極的に取り組んでまいりました。その

他、コストの最適化を実現するトータルアウトソーシングビジネスなど時代の変化にいちはやく対応

した事業に取り組んでまいりました。

さらに、携帯電話、自動車、デジタル家電機器が、いずれも大量生産型から多品種高度型へと変化し、

組込みソフトウェアの品質保証がより強く求められていることを背景に、これらソフトウェアの評価

を行う当社Ｖ＆Ｖ事業部を「株式会社Ｖ＆Ｖ」として分社化し、独立した第三者の視点から品質保証

を行うことにより、お客様により信頼していただける真の品質保証という付加価値の高いサービスを

提供することによる、組込み市場における当社のシェア拡大を目指してまいります。

このような当社の事業戦略は、企業業績の拡大と財務体質の改善を目標とするものであり、企業価値

ひいては株主共同の利益の向上に大きく貢献するものと確信しています。
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また、当社グループの事業においては、お客さま、お取引先さま、株主のみなさま、社員にとどまらず、

社会的責任をもたらすものとして、地域社会との調和、環境への配慮など、事業を進めるにあたり広範

囲のステークホルダーの利益を最大限に配慮することも重要であります。

このように、当社グループの事業は、中長期的な視点に立ち、広範囲のステークホルダーの存在に配

慮した事業展開を行ってきた一つの帰結として、当社グループの企業価値は、コア事業であるソフト

ウェア開発関連事業を中心として、各事業の有機的な結合によって確保・向上されるべきものと考え

ております。

（２）グループ経営理念

当社グループは、昨年度より「ＩＴ業界のリーディングカンパニーを目指す！」を基本方針として

掲げ、日々の事業活動を通じて、企業としての社会的責任を果たし、健全な事業成長を遂げることによ

り、社会の発展に貢献することを目指しております。

（３）グループ経営計画

当社グループは、上記の通り、中長期計画の基本方針として、「ＩＴ業界のリーディングカンパニー

を目指す！」を掲げ、以下の各点を重要課題として活動を開始いたしました。

①経営改革による業界トップレベルの経営の推進

②高付加価値ビジネスへの転換

③新技術によるソフトウェア生産革命の実現

④有望分野、有望技術、有望な人材への集中的な投資と研究開発

当社グループは、中長期計画の実現に向けて、新たなお客様の開拓に向けて、エンドユーザー向けの

営業体制を継続してまいります。さらに他社との差別化を図るため、専門領域に特化した体制作りや専

門教育の高度化を図り、サービスの向上を目指してまいります。また、基幹システムの強化・構築・展

開を図り、業務改善に努めるとともに、管理体制の強化を図ってまいります。高付加価値ビジネスに向

けては、事業の選択と集中を行うとともに、市場環境の変化に応じた新規事業の開拓を目指してまいり

ます。新規事業では、引続き重点ソリューション事業に注力するとともに、国内市場だけでなく、ミドル

ウェアビジネスの世界展開やオフショアの活用など海外に目を向けた事業展開を進めてまいります。

技術面では、設計、開発手法の見直し、開発資産の部品化・再利用をさらに推進し、開発期間の短縮を

図ってまいります。さらにＩＴ業界のリーディングカンパニーとして、産学官共同による新技術の研究

及び独自の商品・サービスの創造・開発を積極的に行ってまいります。

当社グループにおきましては、今後とも中長期計画を推進し、更なる財務体質の改善と強化に取り組

んでまいります。

（４）利益還元の考え方

当社グループにおきましては、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけ

ており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保し

つつ、経営成績に応じた株主への利益還元を継続的に行うことを基本方針としております。

また、今後につきましても、この基本方針に基づき、長期にわたり安定した配当を継続していくこと

を目指しております。

２．企業価値ひいては株主共同の利益向上の基盤となる仕組み―コーポレート・ガバナンスの整備

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本方針に基づき、業務の適正を確保する体制を整備してお

ります。具体的には、平成19年度より、指名・報酬・倫理各委員会、ＣＳＲ推進委員会を設置し、更なるガバ

ナンス強化及びコンプライアンスの徹底に取り組んでまいります。また、当社は会社法に基づく委員会設置

会社ではありませんが、指名・報酬・倫理各委員会は社外委員を交えた取締役会のアドバイザリーボード

であり、尚一層の経営の透明性・客観性を確保してまいります。
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当社は、引き続き、以上の諸施策を推進・実行し、コーポレート・ガバナンスの強化を図って、更なる当社

グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に繋げていく所存であります。

　

三　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する

ための取組み

１．本プラン導入の目的

本プランは、上記一に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、

向上させる目的をもって導入されるものです。

当社取締役会は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、当該大量買付に応じるべきか否かを株主

の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案等を提案するために必要な時間及び情報

を確保すると共に、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行うことなどを可能とすることに

より、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付を抑止するための枠組みが必要不可欠

であると判断しました。

そこで、当社取締役会は、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が

支配されることを防止するための取組みの一環として、本プランを導入することを決定いたしました。

２．本プランの内容

　(１)本プランの概要

（a）本プランに係る手続

本プランは、当社の株券等に対する買付もしくはこれに類似する行為又はそれらの提案（当社

取締役会が友好的と認めるものを除き、以下「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等

を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を求

め、当該買付等についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様に当社経営陣

の計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続を定めています

（下記(２)「本プランに係る手続」をご参照ください。）。なお、買付者等には、本プランに係る手

続を遵守いただき、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実

施又は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を進めてはならないものとしております。

（b）新株予約権の無償割当ての利用

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく買付等を行う等、当社の企業価値

ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれがあると認められる場合（その要件の詳細について

は下記(３)「本新株予約権の無償割当ての要件」をご参照ください。）には、当社は当該買付者等

による権利行使は認められないとの行使条件及び当社が当該買付者等以外の者から当社株式と引

き換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権（その主な内容は下記(４)

「本新株予約権の無償割当ての概要」にて後述するものとし、以下「本新株予約権」といいま

す。）をその時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法（会社法第277条以降に規定

されます。）により割り当てます。

（c）取締役の恣意的判断を排するための独立委員会の利用

本プランにおいては、原則として、本新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判断

について、取締役の恣意的判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社経営陣から独立した企

業経営等に関する専門的知識を有する者のみから構成される独立委員会の判断を経るとともに、

株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

独立委員会は、独立性の高い社外監査役／社外の有識者３名により構成されております。

（d）本新株予約権の行使及び当社による本新株予約権の取得
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本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、買付者等以外の株主の皆様により本新

株予約権が行使された場合、又は当社による本新株予約権の取得と引き換えに、買付者等以外の株

主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該買付者等の有する当社株式の議決権割合は最

大50％まで希釈化される可能性があります。

　(２)本プランに係る手続

（a）対象となる買付等

本プランは、以下の①又は②に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。買付者等に

は、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととします。

①　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付等

②　当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別

関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

（b）買付者等に対する情報提供の要求

上記(a)に定める買付等を行う買付者等は、当社取締役会が友好的な買付等であると認めた場合

を除き、当該買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、下記の各号に定める情報（以下「本

必要情報」といいます。）、及び当該買付者等が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する

旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を当社の定める書式によ

り提出して頂きます。

当社は、本プランに基づく手続が開始された場合、その旨をすみやかに開示します。

当社取締役会は、買付説明書を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものとしま

す。独立委員会は、これを受けて、当該買付説明書の記載内容が不十分であると判断した場合には、

直接又は間接に、買付者等に対し、適宜回答期限を定めた上、本必要情報等を追加的に提出するよ

う求めることがあります。この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる本必要情報等を

追加的に提供して頂きます。

　

①買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び（ファンドの場合は）各組合員その他

の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務内容、当該買付等による買付等と同種

の取引の経験及びその結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に与えた影響等を含みます。）

②買付者等及びそのグループと当社の主要取引先との間の、従前の取引関係及び競合関係

③買付等の目的、方法及び内容（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、

買付等の方法の適法性、買付等の実現可能性に関する情報等を含みます。）

④買付等の価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報、買付

等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、及びそのうち少数株主に対

して分配されるシナジーの内容等を含みます。）

⑤買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法、関

連する取引の内容等を含みます。）

⑥買付等の後の当社の経営方針、事業計画、資本政策、配当政策及び企業価値向上のための施策

⑦買付等の後における当社の従業員、取引先、顧客その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針

⑧買付者等が有する株式売却や議決権行使等に関する第三者との取り決め

⑨当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策

⑩その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

なお、独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続に従うことなく買付等を開始したも

のと認められる場合には、引き続き買付説明書の提出を求めて買付者等と協議・交渉等を行うべ
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き特段の事情がある場合を除き、原則として、下記(d)①記載のとおり、当社取締役会に対して、本

新株予約権の無償割当てを実施することを勧告します。

（c）買付等の内容の検討・買付者等との交渉・代替案の検討

①当社取締役会に対する情報提供の要求

独立委員会は、買付者等から買付説明書及び独立委員会から追加的に提出を求められた本

必要情報（もしあれば）が提出された場合、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保

・向上という観点から買付説明書及び追加的な本必要情報の内容と当社取締役会の事業計

画、当社取締役会による企業評価等との比較検討等を行うために、当社取締役会に対しても、

当社取締役会による情報収集や企業評価等の検討（必要に応じ、外部専門家による検討を含

みます。）等に必要な時間を考慮して適宜回答期限（原則として60日を上限とします。なお、

かかる期間は、当社取締役会が、外部専門家による検討結果等を踏まえ、意見、根拠資料その他

独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を提示するのに必要な期間として設定しており

ますが、当社取締役会としては可能な限り速やかに所要の検討を行うことといたします。）を

定めた上、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとします。以

下同じとします。）、その根拠資料、代替案（もしあれば）その他独立委員会が適宜必要と認

める情報・資料等を提示するよう要求することがあります。

②独立委員会による検討作業

独立委員会は、買付者等及び（当社取締役会に対して上記①のとおり情報、資料等の提示を

要求した場合には）当社取締役会からの情報・資料等（追加的に提供を要求したものも含み

ます。）の提供が十分になされたと独立委員会が認めた場合、独立委員会は、原則として最長

60日間の検討期間（但し、下記(d)③に記載する場合等には、独立委員会は最長30日間の範囲

内で当該期間の延長・再延長をその決議をもって行うことができるものとします。）（以下

「独立委員会検討期間」といいます。）を設定します。独立委員会は、独立委員会検討期間に

おいて、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の事業計画等に関する情報

収集・比較検討、及び当社取締役会の提供する代替案の検討等を行います。また、独立委員会

は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上という観点から当該買付等の内容

を改善させるために必要であれば、直接又は当社取締役会を通して間接に、当該買付者等と協

議・交渉等を行い、また、当社取締役会の提示する代替案の株主の皆様に対する提示等を行う

ものとします。

独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するようになされるこ

とを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・ア

ドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を得る

ことができるものとします。

買付者等は、独立委員会が、直接又は当社取締役会を通して間接に、検討資料その他の情報

提供、協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとします。

③情報開示

当社は、買付者等が現れた事実、買付者等から買付説明書が提出された事実、独立委員会検

討期間が開始した事実、当社取締役会が独立委員会に代替案を提示した事実及び本必要情報

の概要その他の情報のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と

判断する時点で情報開示を行います。

（d）独立委員会の勧告
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独立委員会は、買付者等が現れた場合において、以下のとおり、当社取締役会に対する勧告等を

行うものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記①から③に定める勧告その他の

決議をした場合その他独立委員会が適切と判断する場合には、当社は、当該勧告又は決議の事実と

その概要その他の独立委員会が適切と判断する事項（独立委員会検討期間を延長・再延長する場

合にはその期間及び延長・再延長の理由の概要を含みます。）について、速やかに情報開示を行い

ます。

①本新株予約権の無償割当ての実施を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が本プランに定められた手続を遵守しなかった場合、又は買付者等の

買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等による買付等が下記(３)「本

新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれかに該当すると判断し、本新株予約権

の無償割当てを実施することが相当であると判断した場合には、独立委員会検討期間の開始又

は終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当てを実施することを勧

告します。

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての実施の勧告をした後も、以下のいずれ

かの事由に該当すると判断した場合には、行使期間開始日（下記(４)「本新株予約権の無償割

当ての概要」(f)において定義されます。）の前日までの間、（無償割当ての効力発生時まで

は）本新株予約権の無償割当ての中止、又は（無償割当ての効力発生時の後は）本新株予約権

を無償にて取得する旨の新たな勧告を行うことができるものとします。

(イ)　当該勧告後買付者等が買付等を撤回した場合その他買付等が存しなくなった場合

(ロ)　当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記

(３)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当しないか、又

は該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することもしくは行使を認めることが相

当でない場合

②本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告する場合

独立委員会は、買付者等の買付等の内容の検討、買付者等との協議・交渉等の結果、買付者等

による買付等が下記(３)「本新株予約権の無償割当ての要件」に定める要件のいずれにも該当

しないか、該当しても本新株予約権の無償割当てを実施することが相当ではないと判断した場

合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、本新株予約権の無

償割当てを実施しないことを勧告します。

但し、独立委員会は、一旦本新株予約権の無償割当ての不実施を勧告した後も、当該勧告の判

断の前提となった事実関係等に変動が生じ、買付者等による買付等が下記(３)「本新株予約権

の無償割当ての要件」に定めるいずれかに該当すると判断し、本新株予約権の無償割当てを実

施することが相当であると判断するに至った場合には、本新株予約権の無償割当てを実施する

ことの新たな勧告を含む新たな判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるもの

とします。

③独立委員会検討期間の延長を行う場合

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間の満了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施

又は不実施の勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、当該買付者等の買付等の内容の検

討、当該買付者等との協議・交渉、代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員

会検討期間を延長する旨の決議を行います（なお、当該期間延長後、更なる期間の延長を行う場

合においても同様の手続によるものとします。）。

上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、その延長の目的

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

有価証券報告書

 18/126



である情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に本新株予約権の無償割当ての実施又は不

実施の勧告を行うよう最大限努めるものとします。

（e）取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会の上記勧告を最大限尊重して本新株予約権の無償割当ての実施又

は不実施等（本新株予約権の無償割当ての中止を含みます。）に関する会社法上の機関としての

決議を速やかに行うものとします。

買付者等は、本プランに係る手続の開始後、当社取締役会が本新株予約権の無償割当ての実施又

は不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実施してはならないものとします。

なお、当社取締役会は、本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施に関する決議を行った

場合、当該決議の概要その他の当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を

行います。

　(３)本新株予約権の無償割当ての要件

当社は、買付者等による買付等が下記のいずれかに該当し、かつ、本新株予約権の無償割当てを

実施することが相当と認められる場合、上記(２)「本プランに係る手続」(e)に記載される当社取

締役会の決議により、本新株予約権の無償割当てを実施することを予定しております。なお、上記

(２)「本プランに係る手続」(d)のとおり、買付者等が下記の要件に該当し本新株予約権の無償割

当てを実施することが相当か否かについては、必ず独立委員会の判断を経て決定されることにな

ります。

　

（a）下記に掲げるような、上記(２)「本プランに係る手続」(b)に定める情報提供及び独立委

　　 員会検討期間の確保その他本プランに定める手続を遵守しない買付等である場合

①当社取締役会に、当該買付等に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えるこ

となく行われる買付等である場合

②独立委員会に本プランに定める独立委員会検討期間を与えることなく行われる買付等である場

合

③本必要情報その他買付等の内容を判断するために合理的に必要とされる情報を十分に提供する

ことなく行われる買付等である場合

（b）下記に掲げる行為その他これに類似する行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の

　　 利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある買付等である場合

①株券等を買い占め、その株券等について当社に対して高値で買取りを要求する行為

②当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の

　下に買付者等の利益を実現する経営を行うような行為

③当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

④当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分さ

　せ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急

　上昇の機会をねらって高値で売り抜ける行為

⑤真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、専ら当社の株価を上昇させて当該

　株式を高値で当社関係者等に引き取らせる目的で買収を行うような行為

(c)強圧的二段階買付（最初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を

　 株主に対して不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うこと

　 をいいます。）等株主に株式の売却を事実上強要するおそれのある買付等である場合
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(d)買付等の条件（買付等の対価の価額・種類、買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付等

　 の方法の適法性、買付等の実現可能性、買付等の後の経営方針・事業計画、及び買付等の後

　 における当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する対

　 応方針等を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み相当程度に不十分又は不適当な買付等で

　 ある場合

(e)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先等との関係又は当

　社の企業価値の源泉、ブランド価値もしくは企業文化を破壊することなどにより、当社の企

　業価値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合

　(４)本新株予約権の無償割当ての概要

　本プランに基づき実施する本新株予約権の無償割当ての概要は、以下のとおりです。

(a)本新株予約権の数

　　本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議（以下「新株予約権無償割当て決議」と

　いいます。）において別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）における当社

　の最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。

　）に相当する数とします。

(b)割当対象株主

　　割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された当社以外

　の株主に対し、その保有する当社株式1株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を

　無償で割り当てます。

(c)本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

(d)本新株予約権の目的である株式の数

　　本新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、別途調

　整がない限り１株とします。

(e)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出

　資される財産の当社株式１株当たりの価額は、１円を下限として当社株式の１株の時価の２

　分の１の金額を上限とする金額の範囲内で新株予約権無償割当て決議において別途定める価

　額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償割当て決議に先立つ過去30日から180日

　の間で取締役会が別途定める期間（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所に

　おける当社普通株式の普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含みます。）に相当する

　金額とし、１円未満の端数は切り上げるものとします。

(f)本新株予約権の行使期間

　　新株予約権無償割当て決議において別途定めた日を初日（以下、かかる行使期間の初日を

　「行使期間開始日」といいます。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で本新株予約

　権無償割当て決議において別途定める期間とします。但し、下記(ⅰ)②項に基づき、当社が

　本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新株予約権についての行使期間は、当該取

　得日の前営業日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれる金銭の

　払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。

(g)本新株予約権の行使条件

　　(Ⅰ)特定大量保有者、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者、(Ⅳ)特定

　大量買付者の特別関係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権
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　を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ない

　し(Ⅴ)に該当する者の関連者（以下、(Ⅰ)ないし(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称し

　ます。）は、原則として本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令

　上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株

　予約権を行使することができません（但し、非居住者のうち当該外国の適用法令上、適用除

　外規定が利用できる者等の一定の者は行使することができるほか、非居住者の有する本新株

　予約権も、下記(i)項のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となりま

　す。）。さらに、本新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、

　補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予

　約権を行使することができません。

(h)本新株予約権の譲渡制限

　　本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

(i)当社による本新株予約権の取得

①当社は、行使期間開始日の前日までの間は、原則として独立委員会の勧告に基づき、当

　社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社

　取締役会が別途定める日において、全ての本新株予約権を無償にて取得することができ

　るものとします。

②当社は、当社取締役会が別途定める日において、非適格者以外の者が有する本新株予約

　権のうち当社取締役会が定める当該日の前営業日までに未行使のもの全てを取得し、こ

　れと引き換えに、本新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができ

　ます。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができます。

③当社は、以上に加え、独立委員会の勧告に基づき、具体的な本新株予約権の無償割当て

　決議に際して、相当性の観点から適切と考えられる場合には、①②以外の本新株予約権

　の取得に関する事項（非適格者からの本新株予約権の取得に関する事項など）を定める

　場合があります。

(j)合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付

　　本新株予約権無償割当て決議において別途定めます。

(k)新株予約権証券の発行

　　本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

　(５)本プランの更新手続

　本プランは、当社取締役会の決議により導入しておりますが、第38回定時株主総会において株主の皆様

のご承認を頂き、有効期間を当該定時株主総会から。３年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関

する定時株主総会終結の時まで延長されております。

　(６)本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの当初の有効期間は、株主の皆様からご承認を頂いた定時株主総会終結の時から３年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。

　但し、有効期間の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の株主意思の確

認が行われた場合、又は②当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プラ

ン及び本プランに基づく委任はその時点で廃止・撤回されるものとします。

　また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、上記(５)「本プランの更新手続」

の当該定時株主総会による承認の趣旨に反しない場合（本プランに関する法令、金融商品取引所

規則等の新設又は改廃が行われ、かかる新設又は改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字
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等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、又は当社株主に不利益を与えない場合等

を含みます。）、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、又は変更する場合がありま

す。

　当社は、本プランの廃止又は変更等がなされた場合には、当該廃止又は変更等の事実及び（変

更等の場合には）変更等の内容その他の事項について、必要に応じて情報開示を速やかに行いま

す。

　(７)法令等による修正

　本プランで引用する法令の規定は、平成20年２月６日現在施行されている規定を前提としてい

るものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義

等に修正を加える必要が生じた場合には、当該新設又は改廃の趣旨を考慮の上、上記各項に定め

る条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとします。

３.株主の皆様等への影響

　(１)本プランの導入時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの導入時点においては、本新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株主及び投資家

の皆様に直接具体的な影響が生じることはありません。

　(２)本新株予約権の無償割当て時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　当社取締役会において、新株予約権無償割当て決議を行った場合には、新株予約権無償割当て決議にお

いて別途定める割当期日における株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権１個の

割合で本新株予約権が無償にて割り当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込み

その他下記(３)「本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(b)において詳述

する本新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、そ

の保有する当社株式が希釈化されることになります。但し、当社は、下記(３)「本新株予約権の無償割当

てに伴って株主の皆様に必要となる手続」(c)に記載する手続により、非適格者以外の株主の皆様から本

新株予約権を取得し、それと引き換えに当社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続を

取った場合、非適格者以外の株主の皆様は、本新株予約権の行使及び行使価額相当の金銭の払込みをせず

に、当社株式を受領することとなり、保有する当社株式１株あたりの価値の希釈化は生じますが、原則と

して、保有する当社株式全体の価値の経済的な希釈化は生じません。

　なお、当社は、割当期日や本新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例えば、買付者等が買付

等を撤回した等の事情により、本新株予約権の行使期間開始日の前日までに、本新株予約権の無償割当て

を中止し、又は当社が本新株予約権者に当社株式を交付することなく無償にて本新株予約権を取得する

ことがあります。これらの場合には、１株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、本新株予約権

の無償割当が行われることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を

被る可能性があります。

　(３)本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続

(a)名義書換の手続

　当社取締役会において、本新株予約権の無償割当てを実施することを決議した場合には、当社は、本新

株予約権の無償割当てに係る割当期日を公告いたします。この場合、割当期日における当社の最終の株

主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に本新株予約権が無償にて割り当てられますの

で、株主の皆様におかれては、速やかに株式の名義書換手続を行っていただく必要があります。証券保

管振替機構に対する預託を行っている株券については、名義書換手続は不要です。

　なお、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様

は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となります。

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

有価証券報告書

 22/126



(b)本新株予約権の行使の手続

　当社は、割当期日における当社の最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主の皆様

に対し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容及び数、本新株予約

権を行使する日等の必要事項、並びに株主ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補

償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとします。）その他本新株予約権の権利行

使に必要な書類を送付いたします。本新株予約権の無償割当て後、株主の皆様においては、権利行使期

間内でかつ当社による本新株予約権の取得の効力が発生するまでに、これらの必要書類を提出した上、

本新株予約権１個あたり、１円を下限として当社１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範

囲内で当社取締役会が新株予約権無償割当て決議において定める価額を払込取扱場所に払い込むこと

により、本新株予約権1個につき原則として１株の当社株式が発行されることになります。

(c)当社による新株予約権の取得の手続

　当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従い、当社取締役

会が別途定める日の到来日をもって、本新株予約権を取得します。また、本新株予約権の取得と引き換

えに当社株式を株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる

株主の皆様には、別途、ご自身が非適格者でないこと等についての表明保証条項、補償条項その他の誓

約文言を含む当社所定の書式による書面をご提出いただくことがあります。

　なお、独立委員会の勧告に基づく本新株予約権無償割当て決議において、非適格者からの本新株予約

権の取得、その他取得に関する事項について定められる場合には、当社は、かかる定めに従った措置を

講じることがあります。

　上記のほか、本新株予約権の割当て方法、名義書換方法、行使の方法及び当社による取得の方法の詳細

につきましては、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に

対して情報開示又は通知いたしますので、当該内容をご確認ください。

　

四　上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

１．本プランが基本方針に沿うものであること

　本プランは、当社株券等に対する買付等が行われる場合に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆

様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保し

たり、株主の皆様のために大量買付者と協議・交渉等を行ったりすることを可能とすることにより、当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を確保するための枠組みであり、基本方針に沿うものです。

２．当該取組みが株主共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするも

のではないこと

　当社は、次の理由から、基本方針に照らして不適切な者による支配を防止する取組みは、当社株主の共同

の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えており

ます。

　(１)買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。

　(２)株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

　本プランは、上記三２．(５)「本プランの更新手続」にて記載したとおり、株主の皆様の意思を反映さ

せるため、第38回定時株主総会においてご承認をいただいており、本プランは3年間更新されました。

　また、上記三２．(６)「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランの有効期間の

満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の株主意思の確認がなされた場合、株
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主総会で選任された取締役により構成される取締役会において、本プランを廃止する旨の決議がなされ

た場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、その意味で、本プランの消長には、当社株主の

皆様の意思が反映されることとなっております。

　(３)独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、本プランの導入にあたり、取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本プランの発動

及び廃止等の運用に際しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置します。

　実際に当社に対して買付等がなされた場合には、上記三２.(２)「本プランに係る手続」に記載したと

おり、こうした独立委員会が、独立委員会規則に従い、当該買付等が当社の企業価値ひいては株主の共同

利益を毀損するか否かなどの実質的な判断を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して会社法上

の機関としての決議を行うこととします。

　このように、独立委員会によって、当社取締役の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要

については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に

資する範囲で本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

なお、当初の独立委員会は、独立性の高い委員３名により構成されております。

(４)合理的な客観的要件の設定

　本プランは、上記三２.(２)(d)「独立委員会の勧告」及び三２.(３)「本新株予約権の無償割当ての要

件」にて記載したとおり、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定さ

れており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

　(５)外部専門家の意見の取得

　買付者等が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイ

ザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の助言を受けることができるも

のとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みと

なっています。

　(６)デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記三２.(６)の「本プランの有効期間、廃止及び変更」に記載したとおり、本プランは、当社の株券等

を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することができるものとして

設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻

止できない買収防衛策）ではありません。また、当社の取締役の任期は１年であり、当社は期差任期制を

採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うこ

とができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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４ 【事業等のリスク】

　有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を

及ぼす可能性があると考えられる事項は、以下のようなものがあります。

　なお，文中における将来に関する事項は，有価証券報告書提出日（平成20年６月25日）現在において当

社グループが判断したものであります。

(1) 受託ソフトウェア等の開発について

　当社グループは、顧客の要求事項に基づき受託ソフトウェアの開発製品の設計・開発、製造及び保守

サービス等を行っておりますが、それらの品質管理を徹底し顧客に対する品質保証を行うとともに、顧

客サービスの満足度の向上に努めております。

　さらに、当社グループでは、平成７年６月にＩＳＯ９００１の認証を取得し、品質マニュアル及び品質

目標を設定することにより、品質管理の徹底を図っております。

　システム開発に際しては、引合い・見積り・受注段階からのプロジェクト管理の徹底、プロジェクト

マネジメント力の強化に努め、不採算案件の発生防止に努めております。

　しかしながら、当社グループの提供するサービス等において、品質上のトラブルが発生しないという

保証はなく、このような品質上のトラブルが発生した場合には、トラブル対応による追加コストの発生

や損害賠償等により、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(2) アウトソーシング業務の請負について

　アウトソーシング事業においては、システムの安定的な稼動、システム障害が発生した場合に適切な

対応策を講じることが不可欠であると考えられます。そこで当社グループでは、データセンターの設備

への耐震構造の採用や、突発的なシステム障害に対応できる組織作りに努めております。

　しかしながら、予測を超える大規模な自然災害の発生や、システム障害の発生により業務を円滑に遂

行できない場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 機密情報の管理について

　当社グループは、顧客企業情報及び個人情報を取り扱っており、それらの機密情報を適切に管理し安

全性を確保することが企業に課せられた社会的責務であると認識しております。

　当社グループでは、コンピュータウィルス対策及びネットワーク管理等の情報保護に関する社内基準

の策定と遵守、入退館管理システム等のセキュリティシステムの導入、情報管理に関する社内教育の徹

底及び外部委託先との機密保持契約の締結等を行い、当社グループからの情報漏洩を未然に防ぐ対策

を講じております。

　このような対策にもかかわらず、当社グループが情報漏洩に関与した場合には、損害賠償責任の可能

性があるほか、受注ソフトウェア開発業務の継続にも支障が生じる場合があり、当社グループの業績や

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 固定資産の減損会計適用に伴うリスク

　当社グループでは、事業供用目的で土地、建物をはじめとする固定資産を保有しております。平成18年

３月期より「固定資産の減損に係る会計基準」が適用され、保有資産の時価の変動や、将来の収益予測

の変動により減損損失を認識する必要が発生した場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼ

す可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

　当社は、平成19年11月19日開催の取締役会において平成20年１月7日を期して、当社のシステム事業本部

Ｖ＆Ｖ事業部を会社分割し、新設会社である株式会社Ｖ＆Ｖに承継することを決議いたしました。

　会社分割に関する事項の概要は、以下のとおりであります。

① 会社分割の目的

当社Ｖ＆Ｖ事業部は、携帯電話、自動車、デジタル家電などに組み込むソフトウェアの評価を行って

おりますが、これら機器は、いずれも大量生産型から多品種高度型へと変わってきており、組込みソフ

トの品質保証がより強く求められております。そのため、評価事業の市場規模は、年々、拡大の一途を

辿っており、まさに大きなビジネスチャンスが到来していると言えます。

このような背景の中、システム事業本部Ｖ＆Ｖ事業部を分社化することによって、独立した第三者の視

点から品質保証を行うことにより、お客様により信頼していただける真の品質保証という付加価値の

高いサービスを提供することができ、組込み市場における当社のシェア拡大へと繋がっていくと考え

ております。

　また、富士ソフトグループにとって、品質保証に特化した会社を持つことは、市場における当社製品に

対する信頼感を増し、ブランドイメージ向上にも寄与するものと考え、システム事業本部Ｖ＆Ｖ事業部

を分社化する方針を決定致しました。

② 会社分割の方法

当社を分割会社とし、新設会社を承継会社とする新設分割（簡易分割）であります。

③ 分割期日

平成20年１月７日

④ 分割に際して発行する株式及び割当

新設会社は、本件分割に際し発行する普通株式4,000株は、すべて当社に割当て交付

いたします。

⑤ 新設会社（株式会社Ｖ＆Ｖ）の概要

住　所　神奈川県横浜市中区本町四丁目34番地

　代表者　代表取締役社長　井上　健司

　資本金　２億円

⑥ 承継会社が承継する権利義務

新設会社は、分割の効力発生日において、承継事業を遂行する上で必要と判断される

当社の資産および契約の地位その他の権利義務を承継いたします。

⑦ 承継する資産・負債の状況

資産 負債

流動資産 192百万円 流動負債 －百万円

固定資産 ７百万円 固定負債 －百万円

合計 200百万円 合計 －百万円
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６ 【研究開発活動】

　当社グループにおける研究開発活動は、主に連結財務諸表を作成する当社が行っております。

　当社における研究開発活動は主としてソフトウェア開発関連事業に係るものであり、その活動

　状況は、次のとおりであります。

(1) 研究開発体制

当社は、主に専門特化技術集団である「匠」セクションとして、技術本部研究開発センターと営業本部

ビジネスコンプライアンス事業室、及びＩＴ事業本部エキスパートハウスにおいて、ＩＴに関する最新の

技術動向を調査、研究するとともに、実践レベルでの各種検証を行っております。

なお、当連結会計年度末における人員数は、155名であります。

　

(2) 研究開発費用

当連結会計年度の研究開発費用は、総額 15億24百万円であります。

　

(3) 研究開発の概要

①ロボット技術

筑波大学殿との産学連携により、「サービス産業分野における移動ロボット用ソフトウェア」の研

究開発を実施しております。これは、将来日本の重要な産業になると思われるサービスロボット分野で

のデファクトとなるロボットミドルウェアの創出を目指しております。

②ソフトウェア生産技術

ソフトウェアの生産性向上、品質の向上に関して各種の研究を行なっておりますが、平成19年度から

は特に形式手法（モデル検査手法）の研究開発に取り組み、高信頼性ソフトウェア開発に役立ててお

ります。

③デジタル無線技術

デジタル無線技術を応用したラジコンシステムを継続して改良を行い、大幅な小型化、省電力化を実

現しました。さらに、当社独自のデジタル無線技術を応用した「遠隔制御システム及び遠隔制御方法」

について日本だけでなく米国でも特許を取得いたしました。

④産学連携による研究開発

東京工科大学殿との産学連携による研究開発・インターンシップ活動、東京大学軟骨・骨再生医療

寄付講座との連携によるメディカル系技術研究、東京工科大学殿・産業技術総合研究所との連携によ

るバイオＩＴ系技術研究も継続して実施しております。

⑤その他最新技術

その他、各分野各技術に関する研究開発を行なっております。数点加えますと、ユーザービリティ・

アクセシビリティを追求したユーザーインターフェイス及び開発手法やチェックリストの研究、多く

のＰＣを接続したデータ倉庫システムの研究、デジタルテレビプラットフォーム上で動作する各種技

術を組み合わせたアプリケーションの研究、ユビキタス時代の重要な要素技術である通信プロトコル

技術、そして、インターネットビジネスに関するデジタルコンテンツの研究開発などの取り組みを実施

いたしました。

また、導入が決定している「日本版企業改革法」（Ｊ－ＳＯＸ法）対応のソリューションに関する

研究開発も継続して研究開発を行なっております。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 財政状態の分析

①資産

当連結会計年度末の資産総額は、1,774億61百万円（前年差３億46百万円減）となりました。その内

訳は、流動資産が692億65百万円（前年差15億31百万円増）、固定資産が1,081億95百万円（前年差18億

78百万円減）であります。

流動資産の主な変動要因は、現金及び預金が215億56百万円（前年差52億90百万円増）と、有価証券

が18億96百万円（前年差27億18百万円減）となったこと等によるものであります。

固定資産の主な減少は、有形固定資産の減価償却とのれん償却となったこと等によるものでありま

す。

②負債

当連結会計年度末の負債総額は951億64百万円（前年差27億90百万円増）となりました。その内訳

は、流動負債が887億66百万円（前年差33億53百万円増）、固定負債が63億98百万円（前年差５億62百

万円減）であります。

流動負債の主な変動要因は、短期借入金が557億37百万円（前年差25億83百万円増）となったこと等

によるものであります。

③純資産

当連結会計年度における純資産は822億96百万円（前年差31億36百万円減、となりました。その主な

内容は、自己株式の市場買付による取得により、自己株式が85億66百万円（前年差45億42百万円増）と

なったこと等によるものであります。

　

(2) 経営成績の分析

　経営成績の分析は、第２「事業の状況」１「業績等の概要」に記載のとおりであります。

　

(3) 次期の見通し

今後のわが国経済は依然として続く、原油価格の高騰や米国景気の減速感などの懸念のもと、景気回

復に不透明感が予想されます。

このような経済情勢のもと、当業界におきましては、納期や品質等に対するお客様の要請はより一層

強まるとともに高度化・多様化するお客様のニーズのもとに、企業の旺盛な設備投資意欲に支えられ、

ＩＴ投資は増加が続くものと予想されます。

しかし組込み系事業におきましては、景気の不透明感による各メーカからの納期・品質の厳守に加

え、更なる開発コストの抑制が予測されます。

こうした状況の中、当社グループは、高付加価値ビジネスを追求するＩＴソリューションベンダーと

して邁進してまいります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、79億44百万円であります。その主なものは当社

のデータセンターの増床およびソフトウェア開発等によるものであります。設備の新設等の資金は、自己資

金及び短期借入金でまかなっております。

なお、生産能力及び経営成績に重要な影響を及ぼすような設備の除却、撤去などについてはありません。

　

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

（平成20年３月31日現在）

事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(千円)
従業

員数

(名)

建物

及び構築物

工具器具備

品

及び運搬具

土地

(面積㎡)
その他 合計

本社

管理本部・技術本部

・システム事業本部他

(神奈川県横浜市

　　　 中区桜木町)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

一般管理

設備

生産設備

10,381,124582,740
3,513,332

(2,828.77)
1,120,72915,597,926

1,203

(17)

秋葉原ビル

管理本部・営業本部

・ＩＴ事業本部・アウト

ソーシング事業本部

・ソリューション事業本

部・映像事業部他

(東京都千代田区)

　　　　　　　(注３)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

一般管理

設備

生産設備

21,429,1821,961,095
18,122,000

(4,992.00)
454,36541,966,643

1,724

(37)

アウトソーシング事業本

部・ソリューション事業

本部他

(東京都墨田区江東橋)

　　　　　　　(注３)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 4,935,62448,117
1,665,416

(2,665.52)
54,3716,703,530

97

(１)

システム事業本部

八王子オフィス他

(東京都八王子市)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 149,583 40,699
168,026

(848.62)
― 358,309

134

(１)

システム事業本部

札幌事業所

(北海道札幌市厚別区)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 7,514 1,309 ― ― 8,824
54

(１)

ＩＴ事業本部

仙台営業所・仙台データ

センター

(宮城県仙台市青葉区)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 483,450 2,120
338,721

(21,487.75)
― 824,291

42

(１)

ＩＴ事業本部

日立事業所

(茨城県日立市)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 45,030 9,334
91,901

(1,311.00)
― 146,266

57

(―)

システム事業本部

大宮オフィス

(埼玉県さいたま市

　　　　　大宮区他)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 528,451 8,987
964,857

(743.80)
206,2851,708,581

422

(―)

システム事業本部

我孫子オフィス

(千葉県我孫子市)

　　　　　　　(注３)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 605,925 10,142
342,992

(2,071.00)
― 959,060

99

(―)
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事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(千円)
従業

員数

(名)

建物

及び構築物

工具器具備

品

及び運搬具

土地

(面積㎡)
その他 合計

システム事業本部

横浜オフィス

(神奈川県横浜市

　　　　　中区本町)

　　　　　　　(注３)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 694,035 56,653
788,035

(738.76)
14,9711,553,694

509

(２)

システム事業本部

厚木オフィス他

(神奈川県厚木市)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 257,294 9,941
223,741

(1,313.37)
9,478500,455

233

(３)

アウトソーシング事業部

門前仲町オフィス

(東京都江東区)

アウトソーシング 生産設備 1,461,734237,090
671,259

(1,547.72)
9,9022,379,986

6

(―)

ＩＴ事業本部

静岡オフィス・浜松オ

フィス

(静岡県静岡市葵区他)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 2,020 2,701 ― ― 4,721
51

(―)

ＩＴ事業本部

システム事業本部

名古屋オフィス他

(愛知県名古屋市中区他)

　　　　　　　(注３)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 779,324 16,531
286,795

(699.50)
9411,083,592

350

(１)

ＩＴ事業本部

システム事業本部

大阪オフィス

(大阪府大阪市中央区)

　　　　　　　(注３)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 689,173 12,770
744,366

(475.36)
2781,446,588

303

(―)

システム事業本部

広島オフィス

(広島県広島市中区)

アウトソーシング 生産設備 6,016 5,429 ― ― 11,446
127

(―)

ＩＴ事業本部

システム事業本部

九州オフィス

(福岡県福岡市博多区他)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

生産設備 95,039 39,555 ― ― 134,594
260

(１)

管理本部　施設管理部

(神奈川県鎌倉市)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

その他設

備
127,974 3,072

193,016

(917.38)
― 324,064

9

(２)

社宅・保養所

(千葉県我孫子市他)

ソフトウェア

開発関連

アウトソーシング

ソリューション

サービス

福利厚
生
設備

344,468 110
582,507

(6,954.38)
― 927,085―
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(2) 国内子会社

平成20年３月31日現在

会社名
事業所名

(所在地)

事業の種

類別セグ

メントの

内容

設備の
内容

帳簿価額(千円)

従業
員数
(名)

建物
及び構
築物

工具
器具
備品
及び
運搬
具

土地
(面積
㎡)

その他 合計

サイバネット

システム㈱　

(注２)

東京本社他
(東京都千代田
区他)

ソ フ ト

ウェア開

発関連

生産設備 193,336330,994 ― 455,398979,729450（115)

富士ソフト

ディーアイエス

㈱

(注２)

本社他
(東京都千代田
区他)

ソ フ ト

ウェア開

発関連

ア ウ ト

ソーシン

グ

ソリュー

シ ョ ン

サービス

生産設備 264,96780,785 ― 2,571,5402,917,293433(14)

ヴィンキュラム 

ジャパン㈱

(注２)

本社他
(大阪府大阪市
北区他)

ソ フ ト

ウェア開

発関連

ア ウ ト

ソーシン

グ

ソリュー

シ ョ ン

サービス

生産設備 56,218143,954 ― 672,827872,999
442(28)

 

㈱ 東 証 コ ン

ピュータシステ

ム

(注２)

本社他
(東京都中央区
他)

ソ フ ト

ウェア開

発関連

ア ウ ト

ソーシン

グ

生産設備 154,854190,778
266,027
(648.12)

821,3891,433,050205(３)

サイバーコム㈱

(注２)

本社他
(神奈川県横浜
市
神奈川区他)

ソ フ ト

ウェア開

発関連

ソリュー

シ ョ ン

サービス

生産設備 154,8648,105
111,613
(236.35)

40,251314,835909(21)

富士ソフト

ケーシーエス㈱

(注２)

本社他
(東京都墨田区
他)

ソ フ ト

ウェア開

発関連

ア ウ ト

ソーシン

グ

ソリュー

シ ョ ン

サービス

生産設備 46,713214,001 ― 407,984668,699307（８)

富士ソフトサー

ビス

ビューロ㈱

(注２)

本社他
(東京都墨田区
他)

ア ウ ト

ソーシン

グ

生産設備 54,562137,842 ― 67,803260,208351(1,039)

㈱オーエー研究

所

(注２)

本社他
(神奈川県鎌倉
市他)

ソ フ ト

ウェア開

発関連

ソリュー

シ ョ ン

サービス

生産設備 355,5719,548
329,713

(2,825.49)
26,103720,937178(12)

㈱マーキュリー

スタッフィング

(注２)

本社他
(東京都港区
他)

その他 生産設備 5,8062,778 ― 42,89551,48034(９)

㈱Ｖ＆Ｖ

(注２)

本社
(神奈川県横浜
市中区)

ソ フ ト

ウェア開

発関連

生産設備 7,90120,237 ― 15,10443,243184(107)

　

(3) 在外子会社

　　在外子会社はありません。

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

有価証券報告書

 31/126



(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、無形固定資産の合計であります。なお、金額には消費税等を含んでお

りません。

　　 ２　建物の全部または一部を賃借しております。年間賃借料は次のとおりであります。

事業所名 所在地 年間賃借料(千円)

ＩＴ事業本部　　　静岡営業所 静岡県静岡市葵区他 15,499

ＩＴ事業本部　　　仙台営業所他 宮城県仙台市青葉区 5,941

システム事業本部　ＥＴ事業部他 東京都八王子市 44,000

システム事業本部　ＤＣ事業部 栃木県宇都宮市 7,034

システム事業本部他　 神奈川県横浜市中区本町 127,865

システム事業本部　札幌営業所 北海道札幌市厚別区 18,055

システム事業本部　名古屋事業所 愛知県名古屋市中区他 78,954

システム事業本部　広島事業所他 広島県広島市中区 37,664

システム事業本部　九州事業所他 福岡県福岡市博多区他 111,432

国内子会社合計 東京都千代田区他 1,942,543

合計 2,388,991

　
　　 ３　子会社に対し建物の一部を賃貸しております。年間賃貸料は次のとおりであります。

会社名 年間賃借料(千円)

サイバネットシステム㈱ 668,694

富士ソフトサービスビューロ㈱ 167,785

ヴィンキュラム ジャパン㈱ 110,788

富士ソフトケーシーエス㈱ 66,128

㈱Ｖ＆Ｖ 32,180

サイバーコム㈱ 1,700

富士ソフトディーアイエス㈱ 48

合計 1,047,325

　
　　 ４　現在休止中の主要な設備はありません。

　　 ５　従業員数の(　)は正社員以外の就業人員を外書しております。

　　 ６　上記の他、主要なリース設備の配置状況は次のとおりであります。
　①　提出会社

事業所名 セグメントの名称 設備の内容
年間リース料
(千円)

アウトソーシング事業本部他
ソフトウェア開発関連事業
アウトソーシング事業
ソリューションサービス事業

生産設備 494,678

　
　②　国内子会社

会社名
事業所
名

セグメントの名称 設備の内容
年間リース料
(千円)

富士ソフト
ディーアイエス㈱

本社他
ソフトウェア開発関連事業
アウトソーシング事業
ソリューションサービス事業

生産設備他 1,693,780

ヴィンキュラム
ジャパン㈱

本社他
ソフトウェア開発関連事業
アウトソーシング事業
ソリューションサービス事業

生産設備他 231,247

㈱東証コンピュータシステム 本社他
ソフトウェア開発関連事業
アウトソーシング事業

生産設備他 275,791

サイバーコム㈱ 本社他
ソフトウェア開発関連事業
ソリューションサービス事業

生産設備他 9,570

富士ソフト
サービスビューロ㈱

本社他 アウトソーシング事業 生産設備他 24,666

㈱オーエー研究所 本社他
ソフトウェア開発関連事業
アウトソーシング事業

生産設備他 7,713
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設計画はありません。

　

　

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 130,100,000

計 130,100,000

　

② 【発行済株式】

　

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成20年６月25日)

上場金融商品取引所

名又は登録認可金融

商品取引業協会名

内容

普通株式 37,546,32937,546,329東京証券取引所（市場第一部）
権利内容に制限のない、
標準となる株式

計 37,546,32937,546,329 ― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権（ストックオプション）に関する事項は、次のとおりで

あります。

株主総会の特別決議日（平成12年６月29日）

事業年度末現在

(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在

(平成20年５月31日)

新株予約権の数（個） 8,091（注）１ 7,859（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 809,100 785,900

新株予約権の行使時の払込金額（円） 6,680（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
平成12年７月20日～

平成22年６月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　6,680

資本組入額　3,340
同左

新株予約権の行使の条件

１　対象者は、新株予約権の行
使時において、当社常勤の
取締役、監査役または社員
であることを要する。

２　新株予約権の譲渡、質入そ
の他一切の処分は認められ
ないものとする。

３　対象者の相続人は本件新
株予約権を行使できないも
のとする。

４　対象者は、一度の手続にお
いて付与を受けた新株予約
権の全部または一部を行使
することができる。

５　当社が他社の完全子会社
となるために株式交換を行
う場合または株式移転を行
う場合、株式交換の日また
は株式移転の日に先立ち、
取締役会決議に基づき、本
件新株予約権の行使を合理
的に制限し、かつ、対象者が
行使していない本件新株予
約権を失効させることがで
きるものとする。

６　その他権利行使に関する
条件については、本総会以
後に開催される取締役会決
議により決定し、対象者と
の間で締結する新株予約権
付与契約に定めるものとす
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡、質入その
他の処分は認めない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項
― ―

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結

　　果生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。

　　　　　
　

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

平成14年２月13日

（注）
5,000,00037,546,32910,440,00026,200,28910,435,00028,438,965

（注）有償：一般募集　　発行価格4,355円(資本組入額2,088円)

(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関
金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等 個人

その他
計

個人以外 個人

株主数
(人)

－ 45 28 89 165 14 13,82314,164 －

所有株式数
(単元)

－ 84,9484,26942,063100,474 48 142,838374,64082,329

所有株式数
の割合(％)

－ 22.67 1.14 11.2326.82 0.01 38.13100.00 －

　(注) １　自己名義株式3,695,226株は、「個人その他」に36,952単元、「単元未満株式の状況」に

　　　　 26株含まれております。

　　 　２　証券保管振替機構名義株式290株は、「その他の法人」に２単元、「単元未満株式の状況」

　　　　 に90株含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

ノーザントラストカンパニー
（エイブイエフシー）
サブアカウントアメリカンクラ
イアント

5 0  B A N K  S T R E E T  C A N A R Y  W H
ART LONDON E14 5NT UK
（東京都中央区日本橋３丁目11番１号）

6,387 17.01

野澤　宏 静岡県熱海市 3,372 8.98

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,479 6.60

有限会社エヌエフシー 神奈川県藤沢市片瀬目白山２丁目27番 2,429 6.47

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口４）

東京都中央区晴海１丁目８番11号 1,148 3.06

東京リース株式会社 東京都新宿区西新宿６丁目10番１号 1,138 3.03

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,034 2.76

野澤　徹 神奈川県横浜市港南区 755 2.01

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（リテール信託口
620019802）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 628 1.67

新井　隆二 東京都練馬区 554 1.48

計 ― 19,928 53.08

(注)１　上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。

　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　　　　　　2,479千株

　　　　　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）　　　　　1,148千株

　　　　　日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　　　　　　　　1,034千株

　　　２　上記のほか当社所有の自己株式3,695千株（9.84％）があります。

３　ノ―ザントラストカンパニ―（エイブイエフシ―）サブアカウントアメリカンクライアン

　　ト（常任代理人　香港上海銀行東京支店）は、前事業年度末においては主要株主ではありま

　　せんでしたが、当事業年度中に主要株主となっており、平成19年７月23日に臨時報告書

　　（主要株主の異動）を提出しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
   平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式
等）

― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式
（自己株式等）

（自己保有株式）

―
株主としての権利内容に制
限のない、標準となる株式

　普通株式 3,695,200

（相互保有株式）

　普通株式 1,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 33,766,900337,669 同上

単元未満株式 普通株式 82,329 ― 同上

発行済株式総数 37,546,329― ―

総株主の議決権 ― 337,669 ―
（注）１「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含ま

れております。
２「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社日本ビジネスソフト所有の相互保有株式99株、当社所有の自己
株式26株及び証券保管振替機構名義の株式90株が含まれております。

　
　

② 【自己株式等】
平成20年３月31日現在

所有者の氏名

又は名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

(株)

他人名義

所有株式数

(株)

所有株式数

の合計

(株)

発行済株式

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

 （自己保有株式）

富士ソフト株式会社
神奈川県横浜市中区
桜木町一丁目１番地

3,695,200  3,695,200 9.8

（相互保有株式）

　　㈱日本ビジネスソフト
長崎県佐世保市三川内
新町27番地１

1,900 － 1,900 0.0

計 ― 3,697,100 － 3,697,100 9.8

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、ストックオプション制度を採用しております。
　

①　平成12年６月29日開催の定時株主総会において特別決議されたストックオプション制度

当該制度は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき、平成12年６月29日開催の定時株主総会において特別

決議されたものであります。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数（注）
当社取締役　　　　 12名

当社従業員　　　3,305名

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―

（注）平成12年６月29日定時株主総会終結時に在任する取締役及び使用人であります。
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②　平成20年６月23日開催の定時株主総会において決議されたストックオプション制度

当該制度は、会社法に基づき、平成20年６月23日開催の定時株主総会において決議されたものでありま

す。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

決議年月日 平成20年６月23日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　　　　 17名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

株式の数（株） 340,000（注）２

新株予約権の行使時の払込金額 （注）３

新株予約権の行使期間 平成22年6月24日～平成25年6月23日

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、新株予約権行使時において、当社の、
取締役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）または従
業員（当社就業規程第２条に定める社員）の地位にあることを要する。
ただし、任期満了による退任または取締役会が正当な理由があると認め
た場合は、この限りではない。

新株予約権の割当てを受けた者の相続人による新株予約権の行使は認め
ない。

その他の新株予約権の行使条件は、新株予約権の募集事項を決定する取
締役会において定める。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するもの
とする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の

交付に関する事項
―

（注）１　平成20年６月23日定時株主総会終結時に在任する取締役であります。
２　当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的である株式の数

を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていな
い新株予約権の目的である株式の数に対してのみ行い、調整の結果生じる1株未満の端数について
は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３　行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月の各日（取
引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.05
を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、その金額が割当日の前日の終値（当
日に終値がない場合には、それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、割当日の前日の終値とす
る。
なお、当社が当社株式につき、株式の分割または株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価
額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

１　　　　　　　　　　　　　　　　　
調整後行使価額＝調整前行使価額× ――――――――――――

分割・併合の比率

また、当社が当社株式につき、時価を下回る価額で新株の発行（新株予約権の行使によるものを除
く。）を行う場合または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整に
より生じる1円未満の端数は切り上げる。

新規発行株式数×１株当たり払込金額　　　　　　　　　　　　　　

調整後行使価額＝調整前行使価額×既発行株式数×　　　　１株当たりの時価　　　　　

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から自己株式数を控除した
数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替
えるものとする。
また、上記のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲
で行使価額を調整することができるものとする。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得

　
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

会社法第155条第３号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成19年８月27日)での決議状況

(取得期間平成19年８月29日～平成20年８月28日)
2,200,000 6,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 2,200,000 4,538,266,700

残存決議株式の総数及び価額の総額 0 1,461,733,300

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― 24.4

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) ― 24.4

　

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成20年６月９日)での決議状況

(取得期間平成20年６月11日～平成20年11月28日)
1,800,000 4,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 ― ―

残存決議株式の総数及び価額の総額 ― ―

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) ― ―

当期間における取得自己株式 402,100 765,377,900

提出日現在の未行使割合(％) 22.3 19.1

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第７号による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 1,752 4,466,242

当期間における取得自己株式 107 212,852

（注）当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式

の買取りによる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
― ― ― ―

その他(―) ― ― ― ―

保有自己株式数 3,695,226 ― 3,695,333 ―

（注）当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

有価証券報告書

 41/126



式の買取りによる株式数は含めておりません。
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３ 【配当政策】

　当社は、継続的かつ総合的な利益の向上を重要な経営目標と位置づけております。

　当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機

関は、取締役会であります。

　当業界におきましては、市場構造の変化や急速な技術革新の状況下にあり、今後一層の市場競争力確保

と収益力向上を図っていくため、積極的な研究開発及び合理化設備投資が必要であります。

　配当につきましては、これらの投資を実行するための内部留保に努めながら財政状態、利益水準、配当

性向等を総合的に勘案して実施することとしております。

このような方針のもと、期末の利益配当を15円とし、年間１株当たり25円とさせていただきました。

　また、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができ

る旨を定めております。
　

（注）基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(千円)

１株当たり配当額

(円)

平成19年11月８日 351,128 10

平成20年５月13日 507,766 15

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第34期 第35期 第36期 第37期 第38期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 4,800 4,700 4,150 3,930 3,700

最低(円) 1,105 3,000 2,950 2,620 1,299

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別
平成19年
10月

11月 12月
平成20年
１月

２月 ３月

最高(円) 2,400 2,260 1,970 1,685 1,638 2,060

最低(円) 2,200 1,743 1,749 1,299 1,326 1,554

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における株価を記載しております。
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５ 【役員の状況】
　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

代表取締役

会長
野澤　宏 昭和17年５月17日生

昭和45年５月(株)富士ソフトウエア研究所（現

富士ソフト(株)）取締役

(注)２3,372,230
昭和48年５月当社代表取締役社長

平成13年４月当社代表取締役会長

平成16年６月当社代表取締役会長兼社長

平成20年６月当社代表取締役会長(現任)

代表取締役

副会長

グループ管理

統括
蓮見　敏男 昭和21年４月22日生

昭和44年４月(株)主婦の店ダイエー（現（株）

ダイエー）入社

(注)２ 1,900

平成元年５月 同社取締役

平成６年６月 (株)マルエツ代表取締役副社長

平成16年10月(株)ダイエー代表取締役社長

平成17年７月当社入社顧問

平成18年６月当社取締役副社長

平成19年６月当社代表取締役副社長

平成20年６月当社代表取締役副会長（現任）

代表取締役

副会長

グループ営業

統括兼営業本

部長

堀田　一芙 昭和22年２月６日生

昭和44年４月日本アイ・ビー・エム（株）入社

(注)２ 100

平成８年３月 同社取締役ＰＣ販売事業部長

平成14年７月同社常務取締役ソフトウェア事業

部長

平成18年６月（株）テン・アローズ取締役

平成19年９月当社入社副社長

平成20年６月当社営業本部長（現任）

平成20年６月当社代表取締役副会長（現任）

代表取締役

社長
白石　晴久 昭和25年９月28日生

昭和49年４月（株）第一勧業銀行（現（株）み

ずほ銀行））入行

(注)２ －

平成14年４月同行個人企画部長

平成16年４月同行執行役員システム統合プロ

ジェクト統括ＰＴ長

平成17年４月同行常務取締役

平成20年６月当社入社顧問

平成20年６月当社代表取締役社長（現任）

代表取締役

専務

経営企画・事

業戦略担当兼

コンプライア

ンス統括部長

三角　恒明 昭和23年７月９日生

昭和46年４月(株)三菱銀行（現 (株)三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行）入行

(注)２ 600

平成８年５月 同行田町支店長

平成11年４月ダイヤモンド富士ソフト(株)代表

取締役社長

平成18年２月当社入社顧問、ＩＴ事業本部本部長

補佐

平成18年６月当社管理本部長

平成18年６月当社専務取締役

平成19年６月当社代表取締役専務（現任）

平成20年３月当社コンプライアンス統括部長

（現任）

代表取締役

専務

組込系事業統

括
吉田　實 昭和24年４月24日生

昭和48年４月日本ユニバック(株)（現日本ユニ

シス(株)）入社

(注)２ 900

平成13年４月日本ユニシス情報システム(株) 取

締役

平成16年６月当社入社営業本部本部長補佐

平成16年10月当社ソリューション事業本部副本

部長

平成17年10月当社営業本部長

平成18年６月当社専務取締役

平成19年６月当社代表取締役専務（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

常務取締役

ソリューショ

ン事業・アウ

トソーシング

事業・映像事

業・兼通信工

事担当兼通信

工事部長

生嶋　滋実 昭和25年11月13日生

昭和50年４月日機装（株）入社

(注)２ 797

昭和58年７月当社入社

平成６年６月 当社取締役

平成13年６月当社常務取締役

平成16年６月当社専務取締役管理本部長

平成18年１月当社常務取締役管理本部長

平成18年６月当社常務取締役（現任）

平成19年１月当社アウトソーシング事業本部長

平成20年６月当社通信工事部長（現任）

常務取締役 技術担当 渡辺　剛喜 昭和33年１月10日生

昭和53年４月当社入社

(注)２ 673

平成13年４月当社システム事業本部副本部長

平成13年６月当社取締役

平成14年12月当社システム事業本部長

平成16年６月当社常務取締役

平成18年１月当社取締役

平成19年６月当社常務取締役（現任）

常務取締役
ＩＴ事業本部

長
坂下　智保 昭和36年７月22日生

昭和60年４月野村コンピュータシステム（株）

（現（株）野村総合研究所）入社

(注)２ 2,500

平成15年４月同社ナレッジシステム事業二部長

平成16年４月当社入社　アウトソーシング事業本

部本部長補佐

平成17年５月当社ＩＴ事業本部副本部長

平成17年６月当社取締役

平成18年６月当社ＩＴ事業本部長（現任）

平成19年６月当社常務取締役（現任）

平成19年12月ダイヤモンド富士ソフト株式会社

代表取締役副社長（現任）

常務取締役
システム事業

本部長
今城　浩一 昭和37年12月10日生

平成元年11月当社入社

(注)２ 200

平成17年４月当社システム事業本部副本部長

平成18年６月当社システム事業本部長（現任）

平成18年６月当社取締役

平成20年６月当社常務取締役（現任）

常務取締役
ＩＴ事業本部

副本部長
河野　文豊 昭和26年１月５日生

昭和49年４月日本アイ・ビー・エム（株）入社

(注)２ －

昭和59年６月米国ＩＢＭ開発研究所出向

平成16年４月日本アイ・ビー・エム（株）金融

事業・次世代金融サービスシステ

ム担当

平成18年10月（株）テン・アローズ・イノベー

ションズ社長

平成19年９月当社入社ＩＴ事業本部副本部長

（現任）

平成20年６月当社常務取締役（現任）

取締役
ＩＴ事業本部

副本部長
黒滝　司 昭和35年８月21日生

昭和56年４月当社入社

(注)２ 10,500

平成14年12月当社システム事業本部副本部長

平成16年６月当社取締役システム事業本部副部

長

平成18年４月当社システム事業本部副本部長

平成18年６月当社技術本部副本部長

平成18年10月当社ＩＴ事業本部副本部長（現

任）

平成19年６月当社取締役（現任）

取締役
システム事業

本部副本部長
三本　幸司 昭和40年10月19日生

昭和61年４月当社入社

(注)２ 1,400

平成16年４月当社システム事業本部副本部長

（現任）

平成18年７月当社ＭＳ事業部長

平成19年６月当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役
ＩＴ事業本部

副本部長
山口　昌孝 昭和28年11月10日生

昭和53年４月（株）第一勧業銀行（現（株）み

ずほ銀行））入行

(注)２ 100

平成16年２月同行システム運用部部長

平成19年５月当社出向ＩＴ事業本部副本部長

平成20年５月当社入社ＩＴ事業本部副本部長

（現任）

平成20年６月当社取締役（現任）

取締役 映像事業部長 石田　正樹 昭和31年８月31日生

昭和55年４月（株）村田合同入社

(注)２ 200

平成４年10月（株）日匠取締役

平成６年10月（株）フォーテック代表取締役

平成９年10月ムービーテレビジョン（株）執行

役員

平成16年４月当社入社

平成17年５月当社技術本部副本部長

平成18年４月当社ソリューション事業本部副本

部長

平成19年９月当社映像事業部長（現任）

平成20年６月当社取締役（現任）

取締役

管理本部長兼

総合管理部長

兼人財部長兼

危機管理防災

本部長

常川　健二 昭和33年９月21日生

昭和56年４月（株）武富士入社

(注)２ －

平成12年４月同社情報システム部次長

平成14年１月当社入社

平成17年11月当社ソリューション事業本部副本

部長

平成19年７月当社危機管理防災本部長（現任）

平成19年７月当社総合管理部長（現任）

平成20年２月当社人財部長（現任）

平成20年６月当社管理本部長（現任）

平成20年６月当社取締役（現任）

取締役

システム事業

本部ＥＴ事業

部長

竹林　義修 昭和44年３月１日生

平成５年４月 当社入社

(注)２ 1,000

平成15年４月当社システム事業本部ドキュメン

トシステム部長

平成16年４月当社システム事業本部オフィスシ

ステム部長

平成18年４月当社システム事業本部ＥＴ事業部

第１技術部長

平成18年６月当社システム事業本部ＥＴ事業部

長（現任）

平成20年６月当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

常勤監査役 飛谷　安宣 昭和13年５月14日生

昭和63年７月大蔵省理財局調査官

(注)３ 300

平成４年７月 文部省国立学校財務センター管理

部長

平成６年７月 大蔵省理財局国有財産監査官室長

平成７年７月 同省理財局管理課長

平成８年７月

平成８年７月

(株)エル・アド顧問　

(株)長友顧問

平成10年12月(財)建築保全センター審議役　(社)

公共建築協会審議役

平成13年７月富士ソフトＡＢＣサービスビュー

ロ(株)(現富士ソフトサービス

ビューロ㈱）顧問

平成17年６月当社入社監査役(現任)

監査役 佐々木　秀夫 昭和11年６月11日生

平成元年４月 (学)日本工学院専門学校情報学部

長兼同校八王子専門学校情報科学

専門課程部長(現 (学)片柳学園)

(注)３ 900

平成５年４月 同校法人本部企画推進本部副本部

長

平成７年４月 同校法人本部広報部参与

平成13年４月(株)ライセンスアカデミー非常勤

講師進路アドバイザー（現任）

平成13年４月(学)片柳学園広報部外部講師進路

アドバイザー（現任）

平成17年６月当社監査役(現任)

監査役 中村　尚五 昭和15年５月４日生

昭和58年10月東京電機大学工学部教授

(注)４ 100

平成６年10月同大学学長補佐

平成11年４月同大学新学部設置本部副本部長

平成13年４月同大学情報環境学部学部次長

平成14年４月同大学情報環境学部学部長（現

任）

平成17年６月当社監査役(現任)

監査役 相磯　秀夫 昭和７年３月３日生

昭和46年４月慶応義塾大学工学部（現理工学

部）電気工学科教授

(注)５ －

平成６年４月 同大学大学院政策・メディア研究

科委員長・教授

平成６年６月 三谷産業株式会社監査役（現任）

平成11年４月東京工科大学メディア学部学部長

・教授

平成11年４月同大学学長（現任）

平成20年６月当社監査役(現任)

計 3,393,800

　 (注) １.監査役　佐々木 秀夫、中村 尚五及び相磯 秀夫は、会社法第２条第16項に定める社外監査役であります。

２.取締役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。

３.監査役の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主

総会終結の時までである。

４.監査役の任期は、平成17年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主

総会終結の時までである。

５.監査役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主

総会終結の時までである。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「技術と信頼で社会に貢献するソフトウェアメーカー」を経営の基本方針として掲げ、経営の

健全性、効率性を確保するとともに経営の透明性を高めていくことによりコーポレート・ガバナンスの

充実を図り、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築を図っております。

(2)　会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況

①会社の機関の基本説明

当社は監査役制度採用会社であり、法令に定められる株主総会・取締役会及び監査役会を設置してお

ります。

監査役会は社外監査役３名を含め４名で構成されており、取締役会のみならず、経営会議、その他重要

な会議体へ出席することにより取締役による業務意思決定の適正性確保に資する体制を構築しておりま

す。

会計監査人につきましては、太陽ＡＳＧ監査法人を選任し、独立の第三者による会計監査を実施してお

ります。

取締役会は、取締役17名で構成され、定例会を開催し、各取締役による協議のもと業務意思決定及び代

表取締役並びに取締役の職務執行に関する監督を行っております。

取締役会の事前審議機関（議題内容によっては決裁機関）として、取締役・常勤監査役が出席する経

営会議（月２回開催）があり、また経営会議の事前審議機関として、取締役・事業本部長等の幹部社員が

出席する経営戦略ミーティング（月２回）があります。

また、取締役会のアドバイザリーサポートとして、社外委員を交えた指名・報酬・倫理委員会を設置し

ております。当社の業務意思決定はこれらの意思決定フローに基づき、厳正且つ案件レベルに応じた適切

な審議を重ねた結果、決定されます。

当社の組織は事業本部制であり、各事業本部は、業務意思決定に則り、それぞれ分任された機能・職務

権限に基づき職務執行を行います。その執行状況は、代表取締役社長の直轄組織である内部統制監査部

（７名）の内部監査や、本社各部門の日常的モニタリング、また事業本部を横断的に統括している管理統

括部門・技術統括部門により適正性を適宜確認しております。
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②当社の経営意思決定、業務執行及び内部統制の体制は下図のとおりであります。
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③会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ)代表取締役社長は『グループ会社憲章』、『役員心得』及び『社員心得』を制定し、繰り返しその

精神を取締役及び従業員に伝えることにより、法令遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを

徹底する。

ⅱ)代表取締役社長は、社長直属の部所として内部告発室を設け、その情報の確保に努める。 報告・通

報を受けた内部告発室はその内容を調査し、その結果を代表取締役社長に報告する。代表取締役社

長は、再発防止策を決定し、全社的に実施させる。特に、取締役との関連性が高い重要な問題は直ち

に取締役会、監査役会に付議し、審議を求める。

ⅲ)代表取締役社長は直属する部所として、内部統制監査部を設置し、その事務を管掌する。

ⅳ)内部統制監査部は定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏無きよ

う確認し、必要に応じ、監査方法の改定を行う。

ⅴ)監査役及び内部統制監査部は、必要な都度連携のうえ、全社のコンプライアンス体制及びコンプラ

イアンス上の問題の有無の調査に努める。

ⅵ)代表取締役社長、監査役会、会計監査人は情報の交換に努め、定期的に取締役会にその結果を報告

する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について

ⅰ)取締役会は、『文書管理規程』を定め、これにより、各担当取締役は次の各号に定める文書(電磁的

記録を含むものとする。以下、同じ)を関連資料とともに、保存する。

Ⅰ　株主総会議事録

Ⅱ　取締役会議事録

Ⅲ　稟議書

Ⅳ　取締役を最終決裁権者とする契約書

Ⅴ　重要な会議の議事録

Ⅵ　その他『文書管理規程』に定める文書

ⅱ)前項各号に定める文書の保管期間、保管場所については『文書管理規程』に定めるところによる。

各担当取締役は、取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、すみやかに本社において閲覧

が可能な方法で保管するものとする。

ⅲ)『文書管理規程』を改定する場合には、取締役会の承認を得るものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ)当社の企業リスクに対応するため、リスク毎に管理・対応部門を決定し、適切な処置を講じるもの

とする。

ⅱ)全社的な危機が発生した場合は、危機管理防災本部が対策を検討し、適切な対応を行うものとす

る。

ⅲ)内部統制監査部は、監査により法令定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行

為が発見された場合は、その内容及びそれがもたらす損失の程度について直ちに代表取締役社長

に通報し是正措置を講じるものとする。

　

ⅳ)各事業本部を統括する管理本部・技術本部・営業本部の各本社部門は、法令定款違反その他の事

由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、その内容及びそれがもたらす損

失の程度について直ちに管理本部長に通報し、是正措置を講じるものとする。

ⅴ)内部統制監査部は『内部監査規程』に基づき関連する個別規程（『経理規程』等）、基準、要領な
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どの整備を各部所に求めるとともに報告するよう指導する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ)経営計画については、『グループ会社経営方針』に基づき年度事業計画を策定し目標達成のため

活動することとする。また、経営目標が当初の予定通りに進捗しているか業務報告を通じ定期的に

確認を行う。

ⅱ)業務執行については、『取締役会規程』により定められている事項及びその付議基準に該当する

事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事

前に議題に関する十分な資料が全取締役に配布される体制をとるものとする。

ⅲ)日常の職務執行に際しては、『組織規程』『業務分掌規程』『職務権限規程』に基づき権限の委

譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。

５．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ)当社グループ会社に共通の『グループ会社憲章』を定め、グループ会社の取締役・従業員が一体

となった遵法意識の醸成を図る。

ⅱ)グループ会社各社全体の内部統制を担当する部所をグループ会社統括部とし、『関係会社管理規

程』に基づきグループ会社各社の業務を所管する部門と連携、グループ会社各社における内部統

制の実効性を高める施策を実施するとともに、必要なグループ会社各社への指導・支援を実施す

る。

ⅲ)内部統制監査部は、グループ会社各社に対する内部監査を実施する。

ⅳ)グループ会社統括部は、グループ会社各社の内部統制の状況について、年２回及び必要と判断する

都度、当社取締役会に報告する。

ⅴ)内部告発室に、グループ会社各社の取締役・従業員が、当社のコンプライアンスについて、直接通

報できる窓口を設ける。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

監査役は内部統制監査部所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができ、その結

果は監査役会に報告することとする。

７．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役会は内部統制監査部に属する従業員の人事異動について、事前に管理本部担当取締役か

ら報告を受けるとともに、必要に応じ、理由を付して当該人事異動につき変更を管理本部担当取締

役に申し入れることができるものとする。また、所属の従業員を懲戒に処する場合には、管理本部

担当取締役はあらかじめ監査役会の承認を得るものとする。

８．取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制

取締役及び従業員は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び

情報提供を行うものとする。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役の過半数は社外監査役とし、対外透明性を担保する。監査役は必要に応じて各業務を執行

する取締役及び各従業員からの個別のヒアリングの機会を設け、代表取締役社長、会計監査人との

間でそれぞれ意見交換会を行う。

④会計監査の状況

ａ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数

川口 　勉（太陽ＡＳＧ監査法人）（監査年数１年）

柴谷 哲朗（太陽ＡＳＧ監査法人）（監査年数２年）

ｂ.監査業務に係る補助者の構成
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公認会計士　　８名

その他　　　　16名

⑤社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役は選任しておりません。社外監査役は３名選任しておりますが、当社及び当社グループでの

勤務経験は無く、当社との利害関係取引は有しておりません。

　

(3)　役員報酬の内容

①取締役及び監査役の年間報酬額

取締役 12名 284,875千円（当社には社外取締役はおりません。)

監査役 4名 15,940千円(うち社外監査役 3名8,400千円)

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．当事業年度末日現在の取締役は11名であり、上記取締役の人員及び報酬等の額には、平成19

年９月30日付で退任した取締役１名が含まれております。

３．当事業年度末日現在の監査役は３名であり、上記監査役の人員及び報酬等の額には、平成20

年３月31日に退任した監査役１名が含まれております。

４．上記支給額には、平成20年７月支給予定の役員賞与を含めております。

５．上記支給額には、取締役及び監査役に対する当事業年度における役員退職慰労金引当金の

増加額を含めております。        

　

②当期中の株主総会決議により支給した退職慰労金

　　取締役　　　　２名　　　 30,907千円

　

(4)　監査報酬の内容

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 32,000千円

上記以外の業務に基づく報酬はありません。

　

(5)　剰余金の配当等の決定機関

当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めの

ある場合を除き、取締役会の決議により定めております。これは、資本政策、配当政策を機動的に実施す

ることを目的とするものです。

　

(6)　取締役の定数

当会社の取締役は30名以内とする旨を定款に定めております。

　

(7)　取締役の選任の決議要件

当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨を定款に定めております。

　

(8)　株主総会の特別決議事項

当会社は、会社法第309条第２項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めてお

ります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を

行うことを目的とするものであります。
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(9)　取締役および監査役の責任免除

当会社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役（取締役であった者を含む。）および監査役

（監査役であった者を含む。）が、期待される役割を十分に発揮できるように、取締役会の決議によっ

て損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1)当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第

28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

 

　

(2)当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

 なお、第37期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基

づき、第38期事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。

 

　

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31

日まで)の連結財務諸表及び第37期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表に

ついては、みすず監査法人により監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結会

計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)の連結財務諸表及び第38期事業年度(平成19年４月

１日から平成20年３月31日まで)の財務諸表については、太陽ＡＳＧ監査法人の監査を受けております。

　なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第37期連結会計年度の連結財務諸表及び第37期事業年度の財務諸表　　　　みすず監査法人

第38期連結会計年度の連結財務諸表及び第38期事業年度の財務諸表　　太陽ＡＳＧ監査法人
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　

前連結会計年度

(平成19年３月31日)

当連結会計年度

(平成20年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 16,266,238 21,556,770

　２　受取手形及び売掛金 36,553,746 35,304,074

　３　有価証券 4,614,763 1,896,454

　４　たな卸資産 3,795,386 3,876,643

　５　繰延税金資産 4,283,356 4,559,723

　６　その他 2,557,633 2,403,195

　　　貸倒引当金 △337,186 △331,146

　　　流動資産合計 67,733,93838.1 69,265,71539.0

Ⅱ　固定資産

　(1)有形固定資産

　１　建物及び構築物 55,565,017 56,515,839

　　　減価償却累計額 △9,579,02945,985,987 △12,149,94044,365,899

　２　土地 ※2 29,307,173 29,301,982

　３　建設仮勘定 35,674 63,200

　４　その他 9,616,088 9,878,650

　　　減価償却累計額 △4,820,0924,795,996 △5,704,1754,174,475

　　有形固定資産合計 80,124,83245.1 77,905,55643.9

　(2)無形固定資産

　１　のれん 4,785,817 3,477,350

　２　ソフトウェア 6,799,324 6,641,523

　３　その他 883,270 805,935

　　　無形固定資産合計 12,468,4127.0 10,924,8106.2

　(3)投資その他の資産

　１　投資有価証券 ※1 11,665,027 13,122,552

　２　繰延税金資産 2,209,533 2,109,013

　３　その他 3,651,035 4,189,555

　　　貸倒引当金 △45,023 △55,917

　　投資その他の資産合計 17,480,5739.8 19,365,20410.9

　　固定資産合計 110,073,81861.9 108,195,57161.0

　　資産合計 177,807,756100.0 177,461,287100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　支払手形及び買掛金 11,889,299 13,300,072

　２　短期借入金 53,154,071 55,737,461

　３　未払費用 9,994,494 10,701,039

　４　未払法人税等 2,912,157 1,954,260

　５　役員賞与引当金 189,380 219,126

　６　その他 7,273,341 6,854,135

　　　流動負債合計 85,412,74448.1 88,766,09450.0

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 426,770 608,800

　２　退職給付引当金 4,049,442 4,281,942

　３　役員退職慰労金引当金 417,593 383,542

　４　その他 2,067,291 1,123,928

　　　固定負債合計 6,961,0973.9 6,398,2133.6

　　　負債合計 92,373,84252.0 95,164,30853.6

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 26,200,289 26,200,289

　２　資本剰余金 28,438,965 28,438,965

　３　利益剰余金 34,312,323 35,802,405

　４　自己株式 △4,024,106 △8,566,839

　　　株主資本合計 84,927,47147.8 81,874,82046.1

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額
金

1,144,0710.6 △17,377△0.0

　２　繰延ヘッジ損益 △8,461△0.0 △65,240△0.0

　３　土地再評価差額金 ※2 △9,051,263△5.1 △9,051,263△5.1

　　　評価・換算差額等合計 △7,915,653△4.5 △9,133,881△5.1

Ⅲ　少数株主持分 8,422,0954.7 9,556,0395.4

　　　純資産合計 85,433,91348.0 82,296,97946.4

　　　負債純資産合計 177,807,756100.0 177,461,287100.0
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② 【連結損益計算書】
　

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ　売上高 169,602,217100.0 170,739,820100.0

Ⅱ　売上原価 130,761,19277.1 131,037,48676.7

　　　売上総利益 38,841,02522.9 39,702,33323.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　広告宣伝費 1,107,293 1,005,067

　２　役員報酬 750,044 697,134

　３　従業員給料 11,690,980 13,154,214

　４　退職給付費用 623,627 620,687

　５　法定福利費 1,588,742 1,564,327

　６　役員退職慰労金引当金
繰入額

97,470 68,958

　７　役員賞与引当金繰入額 189,380 226,074

　８　福利厚生費 678,617 664,414

　９　採用研修費 1,132,156 1,450,986

　10　旅費交通費 675,545 816,619

　11　事務用品費 914,695 796,656

　12　賃借料 267,166 220,253

　13　地代家賃 1,002,759 1,094,004

　14　租税公課 1,386,641 576,652

　15　貸倒引当金繰入額 7,116 12,020

　16　減価償却費 848,505 1,538,312

　17　調査研究費 838,152 648,341

　18　事務委託費 1,606,890 1,986,323

　19　のれん償却額 1,517,163 1,174,971

　20　その他 2,546,19729,469,15017.4 3,869,20132,185,22618.9

　　　営業利益 9,371,8745.5 7,517,1074.4

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 17,327 57,455

　２　受取配当金 48,700 86,189

　３　有価証券売却益 25,288 28,113

　４　為替差益 181,979 30,835

　５　持分法による投資利益 594,680 －

　６　受取賃貸料 435,800 864,316

　７　システムサービス解約
収入

240,793 178,451

　８　その他 387,8011,932,3711.1 572,7121,818,0741.0
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前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 537,734 802,398

　２　持分法による投資損失 － 15,490

　３　賃貸料原価 347,346 537,798

　４　システムサービス解約
損失

191,901 30,831

　５　固定資産除却損 156,660 70,381

　６　その他 218,0981,451,7420.9 116,9461,573,8460.9

　　　経常利益 9,852,5035.7 7,761,3344.5

Ⅵ　特別利益

　１　投資有価証券売却益 － 228,569

　２　持分変動差益 11,240 174,360

　３　生命保険解約返戻金 － 724,679

　４　役員退職給付引当金戻
入益

400 －

　５　退職金制度変更に伴う
取崩益

1,068,7141,080,3550.7 － 1,127,6090.7

Ⅶ　特別損失

　１　投資有価証券評価損 516,888 1,356,672

　２　固定資産減損損失 ※2 2,596,453 86,645

　３　ソフトウェア除却損 418,924 144,563

　４　賞与制度変更による精
算額

171,388 －

　５　事業所移転関連費用 233,991 －

　６　出資金評価損 13,339 －

　７　のれん償却額 997,8164,948,8002.9 138,7141,726,5951.0

　　　税金等調整前当期純利益 5,984,0583.5 7,162,3484.2

　　　法人税、住民税及び事業
税

4,458,020 3,567,861

　　　法人税等調整額 △288,4244,169,5952.5 84,5093,652,3702.1

　　　少数株主利益 1,088,3500.6 1,337,6950.8

　　　当期純利益 726,1120.4 2,172,2821.3
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 26,200,28928,438,96534,482,954△1,135,03487,987,175

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △370,538 △370,538

　剰余金の配当(注) △370,550 △370,550

　役員賞与(注） △155,654 △155,654

　当期純利益 726,112 726,112

　自己株式の取得 △2,889,072△2,889,072

　株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
－ － △170,631△2,889,072△3,059,703

平成19年３月31日残高(千円) 26,200,28928,438,96534,312,323△4,024,10684,927,471

　

評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 3,372,802 － △9,044,644△5,671,8417,788,04090,103,373

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △370,538

　剰余金の配当(注) △370,550

　役員賞与(注） △155,654

　当期純利益 726,112

　自己株式の取得 △2,889,072

　株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△2,228,731△8,461 △6,618△2,243,811 634,055△1,609,755

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
△2,228,731△8,461 △6,618△2,243,811 634,055△4,669,459

平成19年３月31日残高(千円) 1,144,071△8,461△9,051,263△7,915,6538,422,09585,433,913

（注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(千円) 26,200,28928,438,96534,312,323△4,024,10684,927,471

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △711,657 △711,657

　新規連結による増加高 29,457 29,457

　当期純利益 2,172,282 2,172,282

　自己株式の取得 △4,542,732△4,542,732

　株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
－ － 1,490,082△4,542,732△3,052,650

平成20年３月31日残高(千円) 26,200,28928,438,96535,802,405△8,566,83981,874,820

　

評価・換算差額等

少数株主

持分
純資産合計その他

有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ

損益

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 1,144,071△8,461△9,051,263△7,915,6538,422,09585,433,913

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △711,657

　新規連結による増加高 29,457

　当期純利益 2,172,282

　自己株式の取得 △4,542,732

　株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△1,161,448△56,779 － △1,218,2271,133,943 △84,283

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
△1,161,448△56,779 － △1,218,2271,133,943△3,136,934

平成20年３月31日残高(千円) △17,377△65,240△9,051,263△9,133,8819,556,03982,296,979
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税金等調整前当期純利益 5,984,058 7,162,348

　２　減価償却費 7,101,786 9,922,793

　３　固定資産減損損失 2,596,453 86,645

　４　のれん償却額 2,514,980 1,313,685

　５　退職給付引当金の増減額 △1,631,403 254,868

　６　支払利息 537,734 802,398

　７　投資有価証券評価損 516,888 1,356,672

　８　売上債権の減少額 1,543,124 1,458,481

　９　たな卸資産の増加額 △469,681 △81,257

　10　仕入債務の増減額 △4,026,905 1,468,399

　11　未払人件費の増加額 1,101,286 1,069,161

　12　未払消費税等の増減額 △1,263,994 1,654,814

　13　未払金の減少額 － △2,366,602

　14　長期前払費用に係る支出 － △1,063,167

　15　役員賞与の支払額 △209,643 △79,040

　16　その他 1,602,619 △371,835

　　　　小計 15,897,301 22,588,367

　17　利息及び配当金の受取額 282,776 261,965

　18　利息の支払額 △644,377 △825,026

　19　法人税等の支払額 △5,755,035 △4,608,379

　　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 9,780,665 17,416,927

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　有形固定資産の取得による支出 △15,200,661 △2,708,983

　２　無形固定資産の取得による支出 △5,289,417 △5,355,829

　３　有価証券の取得による支出 △10,476,139 △6,389,147

　４　有価証券の売却による収入 12,072,171 7,105,288

　５　投資有価証券の取得による支出 △1,012,717 △4,903,520

　６　投資有価証券の売却による収入 48,876 352,587

　７　子会社株式取得による支出 △15,001 △207,464

　８　子会社株式売却による収入 23,356 187,572

　９　その他 △17,900 223,767

　　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △19,867,433 △11,695,730

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入れによる収入 89,525,000 104,855,000

　２　短期借入金の返済による支出 △72,649,300 △100,906,100

　３　長期借入による収入 400,000 500,000

　４　長期借入金の返済による支出 △4,842,357 △1,763,480

　５　自己株式取得による支出 △2,889,072 △4,542,732

　６　配当金の支払額 △744,280 △712,463

　７　少数株主への配当金の支払額 △330,960 △330,356

　８　少数株主からの払込による収入 5,000 598,913

　　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 8,474,030 △2,301,219

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △1,612,737 3,419,977

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 19,991,529 18,378,792

Ⅵ　子会社の新規連結による現金及び現金同等物
増加額 － 176,344

Ⅶ　子会社の連結除外による現金及び現金同等物
減少額 － △307,827

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 18,378,792 21,667,287
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Ⅰ　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社は13社であり以下のとおり

であります。

サイバネットシステム㈱

富士ソフトディーアイエス㈱

ヴィンキュラムジャパン㈱

㈱東証コンピュータシステム

サイバーコム㈱

富士ソフトケーシーエス㈱

富士ソフトサービスビューロ㈱

㈱オーエー研究所

富士ソフト企画㈱

富士ソフトＳＳＳ㈱

㈱ケイ・ジー・ティー

㈱プラメディア

㈱4U Applications

㈱4U Applicationsは、当社グループの

ヴィンキュラムジャパン㈱が当連結会

計年度において新たに子会社として設

立したため、連結の範囲に含めており

ます。

従来、連結子会社でありました㈱日本

ビジネスソフトは、連結会計年度末の

債務保証の解消に伴い関連会社となっ

たため、当連結会計年度末より連結の

範囲から除外し、持分法適用会社とし

ました。

非連結子会社は４社であり以下のとお

りであります。

㈱マーキュリースタッフィング

日本インターネット新聞㈱

西希安工程模擬軟件(上海)有限公司

莎益博設計系統商貿（上海）

(連結の範囲から除いた理由)

㈱マーキュリースタッフィング、日本

インターネット新聞㈱及び西希安工程

模擬軟件(上海)有限公司、莎益博設計

系統商貿（上海）有限公司は、いずれ

も小規模会社であり、総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は、連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。

連結子会社は13社であり以下のとおり

であります。

サイバネットシステム㈱

富士ソフトディーアイエス㈱

ヴィンキュラムジャパン㈱

㈱東証コンピュータシステム

サイバーコム㈱

富士ソフトケーシーエス㈱

富士ソフトサービスビューロ㈱

㈱オーエー研究所

㈱ケイ・ジー・ティー

㈱プラメディア

㈱4U Applications

㈱マーキュリースタッフィング

㈱Ｖ＆Ｖ

㈱Ｖ＆Ｖは、当社が当連結会計年度に

おいて新設分割したため、連結の範囲

に含めております。

従来、非連結子会社でありました㈱

マーキュリースタッフィングは、当連

結会計年度において重要性が増したた

め、連結の範囲に含めております。

また、連結子会社でありました富士ソ

フト企画㈱、富士ソフトＳＳＳ㈱は、重

要性が減少したため、当連結会計年度

より連結の範囲から除外し、持分法適

用会社としました。

非連結子会社は６社であり以下のとお

りであります。

富士ソフト企画㈱

富士ソフトＳＳＳ㈱

富士ソフトメディカル㈱

日本インターネット新聞㈱

西希安工程模擬軟件(上海)有限公司

莎益博設計系統商貿（上海）有限公司

(連結の範囲から除いた理由)

富士ソフト企画㈱、富士ソフトＳＳＳ

㈱、富士ソフトメディカル㈱、日本イン

ターネット新聞㈱、西希安工程摸擬軟

件(上海)有限公司及び莎益博設計系統

商貿（上海）有限公司は、いずれも小

規模会社であり、総資産、売上高、当期

純損益(持分に見合う額)及び利益剰余

金(持分に見合う額)等は、連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。
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項目

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

２　持分法の適用に関する事

項

関連会社(５社)ダイヤモンド富士ソフ

ト㈱、㈱日本ビジネスソフト、㈱ブロッ

クライン、エース証券㈱及びパルスイ

ムノテック㈱に対する投資について持

分法を適用しております。

パルスイムノテック㈱は、当連結会計

年度末において追加出資により関連会

社となったため、当連結会計年度末か

ら持分法適用の関連会社に含めており

ます。

㈱日本ビジネスソフトは、連結会計年

度末の債務保証の解消に伴い当連結会

計年度末において、連結の範囲から除

外し持分法適用の関連会社に含めてお

ります。

非連結子会社（３社）富士ソフト企画

㈱、富士ソフトＳＳＳ㈱、富士ソフトメ

ディカル㈱に対する投資について持分

法を適用しております。

従来、連結子会社でありました富士ソ

フト企画㈱、富士ソフトＳＳＳ㈱は、重

要性が減少したため、当連結会計年度

より連結の範囲から除外し持分法適用

の非連結子会社に含めております。

富士ソフトメディカル㈱は、当連結会

計年度において株式を取得したため、

持分法適用会社に含めております。

関連会社(５社)ダイヤモンド富士ソフ

ト㈱、㈱日本ビジネスソフト、㈱ブロッ

クライン、エース証券㈱及びパルスイ

ムノテック㈱に対する投資について持

分法を適用しております。

持分法を適用していない非連結子会社

㈱マーキュリースタッフィング、日本

インターネット新聞㈱及び西希安工程

模擬軟件(上海)有限公司、莎益博設計

系統商貿（上海）有限公司並びに持分

法を適用していない関連会社である㈱

高速屋は、いずれも当期純損益(持分に

見合う額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等に及ぼす影響が軽微であるた

め持分法の適用から除外しておりま

す。

持分法を適用していない非連結子会社

日本インターネット新聞㈱及び西希安

工程模擬軟件(上海)有限公司、莎益博

設計系統商貿（上海）有限公司並びに

持分法を適用していない関連会社であ

る㈱高速屋は、いずれも当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分に

見合う額)等に及ぼす影響が軽微であ

るため持分法の適用から除外しており

ます。

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

㈱プラメディアの決算日は12月31日で

あります。 連結財務諸表を作成するに

あたっては、同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整

を行っております。

なお富士ソフトディーアイエス㈱につ

いては、当連結会計年度より決算日を

３月31日に変更しております。

㈱プラメディアの決算日は12月31日で

あります。 連結財務諸表を作成するに

あたっては、同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整

を行っております。

４　会計処理基準に関する事

項

　(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

　満期保有目的の債券

　　　償却原価法（定額法）

　その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

有価証券

　満期保有目的の債券

同左

　その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　時価のないもの

同左

たな卸資産

　　商品　　移動平均法による原価法

　　仕掛品　個別法による原価法

たな卸資産

　　商品　　　 同左

　　仕掛品　　 同左
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項目

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

　(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

　定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

　　建物及び構築物　　３～50年

　　機械装置及び車両　２～17年

　　運搬具

　　工具器具及び備品　２～20年

有形固定資産

同左

無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェア

　見込販売期間(３年以内)における見

込販売数量に基づく償却額と販売可能

な残存有効期間に基づく均等配分額を

比較し、いずれか大きい額を計上する

方法

無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェア

同左

　自社利用目的のソフトウェア

　社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法

　その他

　　定額法

　投資その他の資産

　　定額法

　自社利用目的のソフトウェア

  同左

　その他

同左

　投資その他の資産

同左

　(3) 重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

連結会計年度末現在に有する金銭債権

の貸倒損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。

貸倒引当金

同左

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき当連結

会計年度に見合う分を計上しておりま

す。

（会計方針の変更）

当連結会計年度から「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会平

成17年11月29日　企業会計基準第４

号）を適用しております。この結果、

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき当連結

会計年度に見合う分を計上しておりま

す。

従来の方法に比べて、営業利益、経常利

益、税金等調整前当期純利益及び当期

純利益が、189,380千円減少しておりま

す。

なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

当社は、当連結会計年度末において年

金資産の見込額が退職給付債務見込額

から会計基準変更時差異の未処理額、

未認識数理計算上の差異及び未認識過

去勤務債務を控除した額を超過してい

るため、当該超過額を前払年金費用と

して投資その他の資産の「その他」に

含めて計上しております。

なお、会計基準変更時差異(5,034,915

千円)については主として15年による

均等額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、発生時の従

業員の平均残存勤務期間(10～13年)に

よる定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することと

しております。

さらに、過去勤務債務は、発生時の従業

員の平均残存勤務期間(10～13年)によ

る定額法によっております。

（追加情報）

連結子会社の一部は、平成19年２月１

日に退職金制度の一部を適格退職年金

制度から確定拠出金制度に移行し、既

受給者については閉鎖型適格年金制度

に移行しました。当該移行に関しては、

「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１

号）を適用しております。

本移行に伴う影響額は、特別利益とし

て1,068,714千円計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。

当社は、当連結会計年度末において年

金資産の見込額が退職給付債務見込額

から会計基準変更時差異の未処理額、

未認識数理計算上の差異及び未認識過

去勤務債務を控除した額を超過してい

るため、当該超過額を前払年金費用と

して投資その他の資産の「その他」に

含めて計上しております。

なお、会計基準変更時差異(5,034,915

千円)については主として15年による

均等額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、発生時の従

業員の平均残存勤務期間(10～13年)に

よる定額法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することと

しております。

さらに、過去勤務債務は、発生時の従業

員の平均残存勤務期間(10～13年)によ

る定額法によっております。

役員退職慰労金引当金

連結財務諸表提出会社及び連結子会社

の一部は、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

役員退職慰労金引当金

連結財務諸表提出会社及び連結子会社

の一部は、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

　(4) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス

・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。

同左

　(5) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

については、全面時価評価法を採用し

ております。

同左

６　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

のれんの償却については、合理的に見

積もった効果発現期間による均等償却

を行っております。

　富士ソフトディーアイエス㈱　10年

　その他　　　　　　　　　　　５年

ただし、金額が僅少の場合は、発生時に

一括償却しております。

同左

７　連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許

資金、随時引出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

同左
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(会計方針の変更)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
　至　平成20年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月９

日企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月９日企業会計基準適用指針第８号）

を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

77,020,279千円であります。

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における

連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成し

ております。

―――――――

（企業結合に係る会計基準等）

　当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員

会　最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。

　連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示に関

する変更は以下のとおりであります。

（連結貸借対照表）

　　「連結調整勘定」は、当連結会計年度から

　　「のれん」として表示しております。

　（連結損益計算書）

　　「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から　

　　「のれん償却額」として表示しております。

　（連結キャッシュ・フロー計算書）

　　「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から

　　「のれん償却額」として表示しております。

　

(表示方法の変更)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

（損益計算書）

　前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めておりました「持分法による投資利益」は、重要性が

増したため、区分掲記しております。

なお、前連結会計年度において営業外収益の「その他」

に含めておりました「持分法による投資利益」は、

491,034千円であります。

―――――――

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において「その他」に含めて表示して

おりました「固定資産減損損失」(前連結会計年度

495,220千円）、「投資有価証券評価損」（前連結会計

年度1,834千円）については、重要性が増したため、当連

結会計年度において区分掲記しております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　前連結会計年度において、「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未

払金の増減額」、「長期前払費用に係る支出」は、重要

性が増したため、区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度において「営業活動のキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未

払金の増減額」は1,783,820千円、「長期前払費用に係

る支出」は△800,801千円であります。
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Ⅱ　注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと
おりであります。

投資有価証券（株式） 5,853,287千円

　

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと
おりであります。

投資有価証券（株式） 6,064,730千円

※２　当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月
31日公布法律第34号　平成13年３月31日改正)に
基づき、平成14年３月31日に事業用の土地の再評
価を行っております。

　　　なお、再評価差額については、土地の再評価に関する
法律の一部を改正する法律(平成11年３月31日公
布法律第24号)に基づき、「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年
３月31日公布政令第119号)第２条第４号に
定める地価税法(平成３年法律第69号)第16
条に規定する地価税の課税価格の計算の基
礎となる土地の価額を算定するために国税
庁長官が定めて公表した方法により算定し
た価額に合理的な調整を行って算定する方
法

　　　再評価を行った年月日　　平成14年３月31日

再評価を行った土地の連結会計年度末

における時価と再評価後の帳簿価額と

の差額　　　　　　　　　　△2,095,851千円

※２　当社は、土地の再評価に関する法律(平成10年３月
31日公布法律第34号　平成13年３月31日改正)に
基づき、平成14年３月31日に事業用の土地の再評
価を行っております。

　　　なお、再評価差額については、土地の再評価に関する
法律の一部を改正する法律(平成11年３月31日公
布法律第24号)に基づき、「土地再評価差額金」
として純資産の部に計上しております。

　　　再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年
３月31日公布政令第119号)第２条第４号に
定める地価税法(平成３年法律第69号)第16
条に規定する地価税の課税価格の計算の基
礎となる土地の価額を算定するために国税
庁長官が定めて公表した方法により算定し
た価額に合理的な調整を行って算定する方
法

　　　再評価を行った年月日　　平成14年３月31日

再評価を行った土地の連結会計年度末

における時価と再評価後の帳簿価額と

の差額　　　　　　　　　　△1,126,723千円

　３　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金
に対して、次のとおり債務保証をおこなっており
ます。

　３　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金
に対して、次のとおり債務保証をおこなっており
ます。

㈱高速屋 115,625千円

　

㈱高速屋 78,125千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

　１　研究開発費の総額

　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 2,369,906千円

　

※２　固定資産減損損失

当社グループは当連結会計年度において、以下の
資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

東京都江
東区他

遊休資産

アウトソー
シング関連
機器

有形固定資産

(建設仮勘定、
リース資産他)

有形固定資産

無形固定資産

(器具備品、

ソフトウェア、

リース資産他)

1,018,601千円

　900,426千円

大阪府大
阪市他

遊休資産
無形固定資産

(電話加入権)
　 57,426千円

東京都中
央区他 証券

システム関
連機器

有形固定資産

無形固定資産

(器具備品、

ソフトウェア、

リース資産他)

　620,000千円

　当社グループは、主に継続的に収支の把握を行ってい

る管理会計上の区分を基礎として、資産のグルーピング

を行っております。

　ただし、事業の用に直接供していない遊休資産につい

ては、個別に取り扱っております。解約撤去が決定した

設備については、処分費用等を含めて1,076,027千円を

特別損失に計上しております。

　また、収益性が著しく低下した設備等については、回収

可能価額までの減額による、減損損失1,520,426千円を

特別損失として計上しております。

　減損損失の内訳は、リース資産1,727,928千円、有形固

定資産290,997千円、無形固定資産362,405

千円、投資その他の資産207,122千円、その他8,000千円

であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価額によ

り測定しており、将来キャッシュ・フローを5.0%

～6.0％で割り引いて計算しております。

　１　研究開発費の総額

　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費 1,524,014千円

※２　固定資産減損損失

当社グループは当連結会計年度において、以下の
資産について減損損失を計上しております。

場 所 用 途 種　類 減損損失

東京都千
代田区他

遊休資産
無形固定資産

(電話加入権他)
70,436千円

大阪府大
阪市他 遊休資産

無形固定資産

(電話加入権、
ソフトウェア)

16,208千円

　当社グループは、主に継続的に収支の把握を行ってい

る管理会計上の区分を基礎として、資産のグルーピング

を行っております。

　ただし、事業の用に直接供していない遊休資産につい

ては、個別に取り扱っております。時価の下落した将来

の使用が見込まれていない遊休資産については、回収可

能価額まで減額し、減損損失86,645千円を特別損失とし

て計上しております。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

（株）
増加
（株）

減少
（株）

当連結会計年度末
（株）

　普通株式 37,546,329 － － 37,546,329

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

（株）
増加

（株）

減少

（株）
当連結会計年度末

（株）

　普通株式 492,084 1,002,190 － 1,494,274

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　自己株式買付による増加　　　　1,000,000株

　単元未満株式の買取による増加　　　2,190株

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成18年6月26日
定時株主総会

普通株式 370,550 10平成18年３月31日平成18年６月27日

平成18年11月8日
取締役会

普通株式 370,538 10平成18年９月30日平成18年12月８日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当の原資

(千円)

配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

(円)

基準日 効力発生日

平成19年5月15日
取締役会

普通株式 360,528利益剰余金 10平成19年３月31日平成19年６月26日

　
　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当連結会計年度末

(株)

　普通株式 37,546,329 － － 37,546,329

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
前連結会計年度末

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当連結会計年度末

(株)

　普通株式 1,494,274 2,201,752 － 3,696,026

　
（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　自己株式買付による増加　　　　2,200,000株

　単元未満株式の買取による増加　　　1,752株
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３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成19年5月15日
取締役会

普通株式 360,528 10平成19年３月31日平成19年６月26日

平成19年11月8日
取締役会

普通株式 351,128 10平成19年９月30日平成19年12月10日

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

平成20年5月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 507,766 15平成20年３月31日平成20年６月24日

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
　　　表に掲記されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
　　　表に掲記されている科目の金額との関係

（千円）

現金及び預金勘定 16,266,238

有価証券勘定 4,614,763

預入期間が３か月を超える定期預
金

△5,000

ＭＭＦを除く有価証券 △2,497,209

現金及び現金同等物 18,378,792

　

（千円）

現金及び預金勘定 21,556,770

有価証券勘定 1,896,454

預入期間が３か月を超える定期預
金

△5,000

ＭＭＦを除く有価証券 △1,780,937

現金及び現金同等物 21,667,287
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(リース取引関係)

　

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

減損損失

累計額

相当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具器具
及び備品

9,207,4565,339,171577,3043,290,980

機械装置 25,86114,990 － 10,870

ソ フ ト
ウェア

2,479,4481,417,743471,297590,406

その他 1,037,154549,796 － 487,358

合計 12,749,9197,321,7021,048,6014,379,616

　

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額

相当額

（千円）

減価償却

累計額

相当額

（千円）

減損損失

累計額

相当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

工具器具
及び備品

9,156,2726,191,342513,8002,451,128

機械装置 22,49118,367 － 4,123

ソフト
ウェア

1,969,129842,282534,801592,045

その他 1,164,002843,585 － 320,417

合計 12,311,8957,895,5781,048,6013,367,715

　

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減
損勘定期末残高

　　未経過リース料期末残高相当額

1年以内 2,531,768千円

1年超 3,088,460千円

合計 5,620,228千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減
損勘定期末残高

　　未経過リース料期末残高相当額

1年以内 2,005,267千円

1年超 1,579,417千円

合計 3,584,684千円

リース資産減損勘定の残高 834,409千円 リース資産減損勘定の残高 381,062千円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 1,521,584千円

リース資産減損勘定の取崩額 1,064,816千円

減価償却費相当額 1,487,377千円

支払利息相当額 110,029千円

減損損失 1,727,928千円

　

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 2,737,449千円

リース資産減損勘定の取崩額 453,346千円

減価償却費相当額 2,521,291千円

支払利息相当額 127,218千円

　

(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
　定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との
　差額を利息相当額とし、各期への配分方法について
　は、利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引（借主側）

　　未経過リース料

1年以内 549千円

1年超 －千円

合計 549千円
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(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結決算日にお
ける連結貸借対
照表計上額
（千円）

連結決算日に
おける時価
（千円）

差額
（千円）

連結決算日にお
ける連結貸借対
照表計上額
(千円)

連結決算日に
おける時価
(千円)

差額
(千円)

時価が連
結貸借対
照表計上
額を超え
るもの

(1)コマー
シャル・
ペーパー

997,847998,160 312 － － －

(2)社債 500,000500,100 100 － － －

小計 1,497,8471,498,260412 － － －

時価が連
結貸借対
照表計上
額を超え
ないもの

(1)コマー
シャル・
ペーパー

999,361999,295 △66 998,387998,235△152

(2)社債 － － － 500,000500,000 －

小計 999,361999,295 △66 1,498,3871,498,235△152

合計 2,497,2092,497,555345 1,498,3871,498,235△152

　

２ その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

取得原価
（千円）

連結決算日にお
ける連結貸借対
照表計上額
(千円)

差額
(千円)

取得原価
（千円）

連結決算日にお
ける連結貸借対
照表計上額
(千円)

差額
(千円)

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えるも
の

(1)株式 1,487,7642,905,0451,417,280513,097 764,932251,834

(2)その他 34,321 47,57913,258 － － －

小計 1,522,0852,952,6241,430,538513,097 764,932251,834

連結貸借対
照表計上額
が取得原価
を超えない
もの

(1)株式 54,614 43,666△10,9481,726,8141,610,320△116,493

(2)投資信託 － － － 3,890,6033,684,540△206,063

小計 54,614 43,666△10,9485,617,4175,294,860△322,557

合計 1,576,7002,996,2911,419,5906,130,5146,059,792△70,722

（注）前連結会計年度において、その他有価証券について66,888千円(時価のある株式50,407千円、

      時価のない株式16,481千円)減損処理を行っております。また、当連結会計年度において、その

      他有価証券について1,356,672千円(時価のある株式256,672千円、時価のない株式1,099,999千

      円)減損処理を行っております。

　　　　なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落

      した場合には、全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回

      復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

　

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
　  至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日　
　　至　平成20年３月31日）

売却額(千円) 48,380 352,587

売却益の合計額(千円) 25,288 228,569

売却損の合計額(千円) － 4,144
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４ 時価評価されていない主な有価証券の内容

区分

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

　①非上場株式 2,811,141 898,030

　②ＭＭＦ等 2,117,554 398,067

　③割引金融債 9 0

　④出資金 － 100,000

　合計 4,928,705 1,396,097

　

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

区分

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１年以内
（千円)

１年超５年
以内
(千円)

５年超10年
以内
(千円)

10年超
(千円)

１年以内
(千円)

１年超５年
以内
(千円)

５年超10年
以内
(千円)

10年超
(千円)

その他有価証券

　債券

　　コマーシャル
ペーパー

2,000,000－ － － 1,000,000－ － －

　　社債 500,000 － － － － － － －

　　ユーロ円債 － － － － 500,000 － － －

合計 2,500,000－ － － 1,500,000－ － －
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日　
　　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日　
　　至　平成20年３月31日）

①　取引の内容

　当社グループのうち一部の連結子会社は、デリバ
ティブ取引として、通貨関連で為替予約取引及び通貨
オプション取引を利用することとしております。

①　取引の内容

同左

②　取引に対する取組方針

　為替予約取引及び通貨オプション取引は、外貨建の
仕入取引をヘッジするためのものであり、投機目的の
デリバティブ取引は実施しないこととしております。

②　取引に対する取組方針

同左

③　取引の利用目的

　外貨建仕入取引に係る為替変動リスクの回避を目的
として、為替予約取引及び通貨オプション取引を行っ
ております。

　なおデリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ
ております。

　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理

　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段…為替予約または通貨オプション

　　　ヘッジ対象…外貨建予定取引により発生が

　　　　　　　　　見込まれる債務

　　ヘッジ方針

当社は、為替リスク管理基準に基づき、外貨建取引
の為替レートの変動によるリスクをヘッジするた
め、為替予約を締結しております。

　　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー
変動の累計を比較し、その変動額の比率によって
有効性を評価しております。

③　取引の利用目的

同左

④　取引に係るリスクの内容

　為替予約取引及び通貨オプション取引は、為替相場
の変動によるリスクを有しております。為替予約及び
通貨オプションに関しては、信用度の高い国内の金融
機関と取引しているため、いわゆる信用リスクはない
と判断しております。

④　取引に係るリスクの内容

同左

⑤　取引に係るリスク管理体制

　当社グループのうち、デリバティブ取引を利用して
いる連結子会社は、取引方針を経営幹部会議にて審議
検討したのち、「職務権限規程」等の内規に従い、取
締役会の決裁により取引を実行しております。

　なお取引残高、損益状況等取引に係る事項について
は経営幹部会議にて報告することとしております。

⑤　取引に係るリスク管理体制

　　　　　　　　　　　 同左
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２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

　通貨関連

種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

契約額等
（千円）

契約額等
のうち１
年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

契約額等の
うち１年超
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取
引以外
の取引

為替予約取引

　買建

　　米ドル 710,168 － 764,29954,1311,750,196－ 1,642,096
△

108,100

合計 710,168 － 764,29954,1311,750,196－ 1,642,096
△

108,100
前連結会計年度 当連結会計年度

(注）1.時価の算定方法 (注）1.時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格

等に基づき算定しております。

同左

2.ヘッジ会計が適用されているデリバ

ティブ取引は除いております。

　　 2.　　　　　　　同左
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(退職給付関係)

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職金制度及び退職一時金制度

を設けております。

　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　なお、連結子会社の一部は、平成19年2月1日に退職金制度の一部を適格退職年金制度から確定拠出年金制

度に移行し、既受給者については閉鎖型適格年金制度に移行しました。当該移行に関しては、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。

　

２　退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日現在）

区　分 金額（千円）

イ　退職給付債務 △14,191,995

ロ　年金資産 10,688,335

ハ　未積立退職給付債務（イ+ロ） △3,503,660

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 1,521,907

ホ　未認識数理計算上の差異（注１） △1,472,973

ヘ　未認識過去勤務債務 △200,341

ト　連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △3,655,067

チ　前払年金費用 394,374

リ　退職給付引当金(ト－チ) △4,049,442

（注）１ 平成12年３月の厚生年金保険法の改正に伴い、平成14年３月期において提出会社の厚生年金基金の代行

部分に係る支給開始年齢の引き上げについての規約改正方針に基づいているため、過去勤務債務が発生

しております。

　　 ２ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　　 ３ 当連結会計年度において、適格退職金制度から確定拠出年金制度への移行等に伴う影響額は

　　　　次の通りです。

　

当連結会計年度

（平成19年３月31日）

退職給付債務の減少（千円） 2,763,606

年金資産の減少（千円） △2,002,446

未認識数理計算上の差異（千円） 209,783

退職給付引当金の減少（千円） 970,943

また、確定拠出年金制度への資産移管額及び閉鎖型適格年金制度への分配額等は2,221,950千円であ

り、４年間で移管する予定です。なお、当連結会計年度末の未移管額166,795千円は、未払金（流動負債

「その他」）、長期未払金（固定負債「その他」）に計上しております。
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３　退職給付費用に関する事項

区　分 金額（千円）

イ　勤務費用 1,715,972

ロ　利息費用 298,931

ハ　期待運用収益 △209,583

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 190,424

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 △37,326

へ　過去勤務債務の費用処理額（注２） 185,731

ト　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 2,144,149

(注) １　厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

２　「２　退職給付債務に関する事項」(注)１に記載の過去勤務債務に係る当連結会計年

　　度の費用処理額であります。

３　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ　勤務費用」に含めており

　　ます。

４　上記退職給付費用以外に制度移行に伴い、当連結会計年度において特別利益に退職金

　　制度変更に伴う退職給付引当金取崩益1,068,714千円計上しております。

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主として2.0％

ハ　期待運用収益率 主として2.0％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数
発生時の従業員の平均残存勤務期間（10～13
年）による定額法によっております。

ホ　数理計算上の差異の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間（10～13
年）による定額法により、それぞれ発生の翌
連結会計年度から費用処理することとしてお
ります。

ヘ　会計基準変更時差異の処理年数 主として15年
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職金制度及び退職一時金制度

を設けております。

　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

　

２　退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日現在）

区　分 金額（千円）

イ　退職給付債務 △13,764,859

ロ　年金資産 10,659,952

ハ　未積立退職給付債務（イ+ロ） △3,104,907

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 1,357,488

ホ　未認識数理計算上の差異（注１） △1,453,853

ヘ　未認識過去勤務債務 △166,707

ト　連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) △3,367,980

チ　前払年金費用 913,962

リ　退職給付引当金(ト－チ) △4,281,942

（注）１　平成12年３月の厚生年金保険法の改正に伴い、平成14年３月期において提出会社の厚生年金基金の代行

部分に係る支給開始年齢の引き上げについての規約改正方針に基づいているため、過去勤務債務が発生

しております。

     ２　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

　

３　退職給付費用に関する事項

区　分 金額（千円）

イ　勤務費用 1,470,852

ロ　利息費用 230,065

ハ　期待運用収益 △211,795

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 188,729

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 △25,263

へ　過去勤務債務の費用処理額（注２） 78,062

ト　退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 1,730,652

（注）１ 厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

２「２　退職給付債務に関する事項」(注)１に記載の過去勤務債務に係る当連結会計年
   度の費用処理額であります。
３ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ　勤務費用」に含めておりま
   す。

　

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ　割引率 主として2.0％

ハ　期待運用収益率 主として2.0％

ニ　過去勤務債務の額の処理年数
発生時の従業員の平均残存勤務期間（10～13
年）による定額法によっております。

ホ　数理計算上の差異の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間（10～13
年）による定額法により、それぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理することとしており
ます。

ヘ　会計基準変更時差異の処理年数 主として15年
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(ストック・オプション等関係)

　　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　　ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)　ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　　12

当社従業員 3,305

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 1,532,200

付与日 平成12年７月11日

権利確定条件
　権利行使時において、当社の常勤の、取締役、監査役または社員で

あること。

対象勤務期間 自平成12年６月１日　至平成12年６月29日

権利行使期間 自平成12年７月20日　至平成22年６月29日

　
会社名 サイバネットシステム㈱

決議年月日 平成15年６月24日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　　４

当社監査役　　２

当社従業員 　220

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 　8,982

付与日 平成15年７月８日

権利確定条件

　付与日（平成15年７月８日）以降、権利確定日（平成17年６月30

日）まで継続して勤務していること。（任期満了による退任、定年

退職の場合は除く。）

対象勤務期間 自平成15年７月８日　至平成17年６月30日

権利行使期間 権利確定後３年以内

　
会社名 サイバネットシステム㈱

決議年月日 平成16年６月25日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　　６

当社従業員　　86

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 　2,367

付与日 平成16年７月13日

権利確定条件

　付与日（平成16年７月13日）以降、権利確定日（平成18年６月30

日）まで継続して勤務していること。（任期満了による退任、定年

退職の場合は除く。）

対象勤務期間 自平成16年７月８日　至平成18年６月30日

権利行使期間 権利確定後３年以内
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(2)　ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 サイバネットシステム㈱ サイバネットシステム㈱

決議年月日 平成12年６月29日 平成15年６月24日 平成16年６月25日

権利確定前 　 　 　

　期首（株） ― ― 2,313

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― 84

　 権 利 確 定

（株）
― ― 2,229

　 未 確 定 残

（株）
― ― ―

権利確定後 　 　 　

　期首（株） 1,050,800 2,826 ―

　 権 利 確 定

（株）
― ― 2,229

　 権 利 行 使

（株）
― 729 ―

　失効（株） 49,800 ― 42

　 未 行 使 残

（株）
1,001,000 2,097 2,187

　

②　単価情報

会社名 提出会社
サイバネットシステム

㈱

サイバネットシステム

㈱

決議年月日 平成12年６月29日 平成15年６月24日 平成16年６月25日

権利行使価格（円） 6,680 32,039 140,333

行使時平均株価（円） ― 30,467 ―

付与日における公正な評価

単価（円）
― ― ―
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　　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1)　ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成12年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　　12

当社従業員 3,305

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 1,532,200

付与日 平成12年７月11日

権利確定条件
　権利行使時において、当社の常勤の、取締役、監査役または社員で

あること。

対象勤務期間 自平成12年６月１日　至平成12年６月29日

権利行使期間 自平成12年７月20日　至平成22年６月29日

　
会社名 サイバネットシステム㈱

決議年月日 平成15年６月24日

付与対象者の区分及び人数（名）

当社取締役　　４

当社監査役　　２

当社従業員 　220

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 　8,982

付与日 平成15年７月８日

権利確定条件

　付与日（平成15年７月８日）以降、権利確定日（平成17年６月30

日）まで継続して勤務していること。（任期満了による退任、定年

退職の場合は除く。）

対象勤務期間 自平成15年７月８日　至平成17年６月30日

権利行使期間 権利確定後３年以内

　
会社名 サイバネットシステム㈱

決議年月日 平成16年６月25日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　　６

当社従業員　　86

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 　2,367

付与日 平成16年７月13日

権利確定条件

　付与日（平成16年７月13日）以降、権利確定日（平成18年６月30

日）まで継続して勤務していること。（任期満了による退任、定年

退職の場合は除く。）

対象勤務期間 自平成16年７月８日　至平成18年６月30日

権利行使期間 権利確定後３年以内

　
会社名 ㈱マーキュリースタッフィング

決議年月日 平成20年３月３日

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　　４

当社従業員　　37

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 　1,914

付与日 平成20年３月28日

権利確定条件

権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、又は

従業員のいずれかの地位を保有している場合に行使することがで

きる。ただし、任期満了による退任、定年退職によりその地位を喪失

した場合は、喪失後1年間に限り行使することができる。その他取締

役会が正当な理由があると認めた場合は、行使できるものとする。

対象勤務期間 自平成20年３月28日　至平成22年３月31日

権利行使期間 自平成22年４月１日　至平成28年３月31日
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(2)　ストック・オプションの規模及びその変動状況

①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 サイバネットシステム㈱ サイバネットシステム㈱

決議年月日 平成12年６月29日 平成15年６月24日 平成16年６月25日

権利確定前 　 　 　

　期首（株） ― ― ―

　付与（株） ― ― ―

　失効（株） ― ― ―

　 権 利 確 定

（株）
― ― ―

　 未 確 定 残

（株）
― ― ―

権利確定後 　 　 　

　期首（株） 1,001,000 2,097 2,187

　 権 利 確 定

（株）
― ― ―

　 権 利 行 使

（株）
― 369 ―

　失効（株） 191,000 18 ―

　 未 行 使 残

（株）
809,100 1,710 2,187

　

会社名
㈱マーキュリースタッフィン

グ

決議年月日 平成20年３月３日

権利確定前 　

　期首（株） ―

　付与（株） 1,914

　失効（株） ―

　 権 利 確 定

（株）
―

　 未 確 定 残

（株）
1,914

権利確定後 　

　期首（株） ―

　 権 利 確 定

（株）
―

　 権 利 行 使

（株）
―

　失効（株） ―

　 未 行 使 残

（株）
―
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②　単価情報

会社名 提出会社
サイバネットシステム

㈱

サイバネットシステム

㈱

決議年月日 平成12年６月29日 平成15年６月24日 平成16年６月25日

権利行使価格（円） 6,680 32,039 140,333

行使時平均株価（円） ― 64,876 ―

付与日における公正な評価

単価（円）
― ― ―

　

会社名
㈱マーキュリースタッ

フィング

決議年月日 平成20年３月３日

権利行使価格（円） 8,700

行使時平均株価（円） ―

付与日における公正な評価

単価（円）
―

　

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　（連結子会社）

　

　　㈱マーキュリースタッフィングにおいて、平成20年３月28日に付与したストック・オプションにつ

いては、同社は未公開企業であるため、公正な評価単価を本源的価値により算出しております。な

お、本源的価値は以下のとおりであります。

　　①１株当たりの評価方法及び１株当たりの評価額

　　　純資産法による評価額　　　　8,601円

　　②新株予約権の行使価格　　　　8,700円

　　算定の結果、株式の評価額が新株予約権の行使価格を下回るため、付与時点の単位あたりの本源的

価値はゼロとなり、ストック・オプションの公正な評価単価もゼロと算定しております。

　

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

　　将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

　

　

前へ　　　次へ
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別
の内訳

（千円）

繰延税金資産

　繰越欠損金 3,225,421

　賞与引当金 2,841,496

　退職給付引当金 1,503,485

　役員退職慰労金引当金 153,011

　未払法定福利費 256,229

　未払事業税・未払事業所税 110,896

　繰延資産償却 93,713

　未払不動産取得税 227,360

　有価証券・会員権等評価損 72,821

　減価償却 916,700

　貸倒損失及び貸倒引当 162,017

　減損損失 591,451

　その他 225,422

　繰延税金資産小計 10,380,022

　評価性引当額 △3,515,298

　繰延税金資産合計 6,864,723

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △726,655

　特別償却準備金 △10,261

　プログラム準備金 △32,398

　固定資産圧縮積立金 △9,707

　土地・地上権評価差額金 △189,319

　繰延税金負債合計 △968,343

繰延税金資産(負債)の純額 5,896,380

　

１　繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別
の内訳

（千円）

繰延税金資産

　繰越欠損金 2,904,973

　賞与引当金 3,108,167

　退職給付引当金 1,082,880

　役員退職慰労金引当金 147,775

　未払法定福利費 306,931

　未払事業税・未払事業所税 288,951

　有価証券・会員権等評価損 1,503,482

　減価償却 1,181,741

　貸倒損失及び貸倒引当 160,615

　減損損失 237,188

　その他 269,370

　繰延税金資産小計 11,192,078

　評価性引当額 △3,939,522

　繰延税金資産合計 7,252,555

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △5,830

　プログラム準備金 △17,601

　土地・地上権評価差額金 △189,319

　その他 △371,068

　繰延税金負債合計 △583,819

繰延税金資産(負債)の純額 6,668,736

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.6

　のれん償却額 17.1

　連結子会社の未認識税務損益 4.8

　交際費等永久に損金に算入され
ない項目

1.5

　受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

△0.7

　有価証券減損処理未認識 7.5

　持分法投資利益 △4.0

　その他 2.9

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

69.7

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

（％）

法定実効税率 40.6

　のれん償却額 7.4

　交際費等永久に損金に算入され
ない項目

2.1

　受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

△0.5

　評価性引当額の増減 △2.0

　持分変動差益 1.0

　その他 2.4

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

51.0
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

ソフトウェア
開発関連事業

(千円)

アウトソーシ
ング事業

(千円)

ソリューショ
ンサービス事

業

(千円)

その他事業

(千円)
計
(千円)

消去又は
全社

(千円)

連結

(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損
益

　売上高

　(1)外部顧客に対す
る売上高

120,040,06034,791,74114,611,226159,189169,602,217－ 169,602,217

　(2)セグメント間の
内部売上高又
は振替高

10,360326,652606,1482,089,0123,032,173(3,032,173)－

計 120,050,42035,118,39415,217,3752,248,201172,634,391(3,032,173)169,602,217

　営業費用 108,313,72634,800,31717,983,5842,164,887163,262,516(3,032,173)160,230,343

　営業利益又は営業
損失（△）

11,736,693318,076△2,766,20983,3139,371,874 － 9,371,874

Ⅱ　資産、減価償却
費、減損損失及
び資本的支出

　資産 122,011,09823,591,85214,643,677460,692160,707,32117,100,435177,807,756

　減価償却費 4,365,6012,081,467645,4479,2697,101,786 － 7,101,786

　減損損失 620,0001,976,453 － － 2,596,453 － 2,596,453

　資本的支出 16,355,3732,848,4401,890,0303,98421,097,829－ 21,097,829

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1) ソフトウェア開発関連事業

　　Ａ．制御系・・・通信制御系、基本ソフト系、機械制御系、日本語処理系、計測制御系等に関する

　　　　　　　　　　受託ソフトウェア開発

　　Ｂ．業務系・・・各業種で使用する業務用アプリケーションの受託ソフトウェア開発

　　Ｃ．その他・・・プロダクト開発販売、パーソナルコンピュータ関連機器の設計・製造

(2) アウトソーシング事業

　　システム保守・運用サービス、コンサルティング、技術支援、データエントリー及びヘルプデスク

　　サービス、品質評価及び管理支援等

(3) ソリューションサービス事業

　　ハードウェア及びソフトウェアの販売、ネットワークサービス、データセンターサービス、教育、

　　コンテンツ作成運用等

(4) その他の事業

　　不動産管理及びその他関連事業

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（3,032,173千円）の主なものは、管理部門に

かかる費用であります。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証

券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

　　　前連結会計年度　　　　　18,779,083千円

　　　当連結会計年度　　　　　17,100,435千円

５　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用及び無形固定資産とそれらの償却額が含まれております。

６　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項　４　会計処理基準に関する事項　（３）重要な引当金の計

上基準　役員賞与引当金」に記載の通り、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「ソフトウェア事業」が139,368千円、「アウトソーシング

事業」が15,301千円、「ソリューションサービス事業」が34,710千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し

ております。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日) 
　

ソフトウェア
開発関連事業

(千円)

アウトソー
シング事業

(千円)

ソリューショ
ンサービス事

業

(千円)

その他事業

(千円)
計
(千円)

消去又は

全社
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ　売上高及び営業損
益

　売上高

　(1)外部顧客に対す
る売上高

120,086,78231,330,10816,849,4672,473,461170,739,820－ 170,739,820

　(2)セグメント間の
内部売上高又
は振替高

59,33314,815111,45610,058 195,664(195,664) －

計 120,146,11631,344,92316,960,9242,483,519170,935,484(195,664)170,739,820

　営業費用 110,732,82730,751,17319,524,5102,410,264163,418,775(196,063)163,222,712

　営業利益又は営業
損失（△）

9,413,289593,750△2,563,58573,2547,516,708399 7,517,107

Ⅱ　資産、減価償却
費、減損損失及
び資本的支出

　資産 118,668,39122,787,89615,409,557705,702157,571,54719,889,739177,461,287

　減価償却費 7,633,9081,868,996403,77616,1129,922,793 － 9,922,793

　減損損失 43,04136,519 7,083 － 86,645 － 86,645

　資本的支出 6,820,6941,788,452297,78057,6428,964,570 － 8,964,570

(注) １　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な製品

(1) ソフトウェア開発関連事業

　　Ａ．制御系・・・通信制御系、基本ソフト系、機械制御系、日本語処理系、計測制御系等に関する

　　　　　　　　　　受託ソフトウェア開発

　　Ｂ．業務系・・・各業種で使用する業務用アプリケーションの受託ソフトウェア開発

　　Ｃ．その他・・・プロダクト開発販売、パーソナルコンピュータ関連機器の設計・製造

(2) アウトソーシング事業

　　システム保守・運用サービス、コンサルティング、技術支援、データエントリー及びヘルプデスク

　　サービス、品質評価及び管理支援等

(3) ソリューションサービス事業

　　ハードウェア及びソフトウェアの販売、ネットワークサービス、データセンターサービス、教育、

　　コンテンツ作成運用等

(4) その他の事業

　　人材派遣業、不動産管理及びその他関連事業

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（196,063千円）の主なものは、管理部門にか

かる費用であります。

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証

券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

　　　前連結会計年度　　　　　17,100,435千円

　　　当連結会計年度　　　　　19,889,739千円

５　減価償却費及び資本的支出には長期前払費用及び無形固定資産とそれらの償却額が含まれております。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載すべき事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　在外連結子会社及び在外支店がないため、記載すべき事項はありません。

　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　海外売上高が、連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　海外売上高が、連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

　

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　該当事項はありません。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　　　１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、

　　　　　結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

　　（１）結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

　　　　　システム事業本部Ｖ＆Ｖ事業部門（組込み製品における、評価・検証サービス事業）

　　（２）企業結合の法的形式

　　　　　当社を分割会社とし、新設会社（株式会社Ｖ＆Ｖ）を承継会社とする新設分割

　　（３）結合後企業の名称

　　　　　株式会社Ｖ＆Ｖ

　　（４）取引の目的を含む取引の概要

　　　　　①新設分割の目的

当社システム事業本部Ｖ＆Ｖ事業部は、携帯電話、自動車、デジタル家電などに組み込むソフト

ウェアの評価を行っておりますが、これら機器は、いずれも大量生産型から多品種高度型へと変

わってきており、組込みソフトの品質保証がより強く求められております。そのため、評価事業の

市場規模は、年々、拡大の一途を辿っており、まさに大きなビジネスチャンスが到来していると言

えます。

　このような背景の中、システム事業本部Ｖ＆Ｖ事業部を分社化することによって、独立した第三

者の視点から品質保証を行うことにより、お客様により信頼していただける真の品質保証という

付加価値の高いサービスを提供することができ、組込み市場における当社のシェア拡大へと繋

がっていくと考えております。

　また、富士ソフトグループにとって、品質保証に特化した会社を持つことは、市場における当社製

品に対する信頼感を増し、ブランドイメージ向上にも寄与するものと考え、システム事業本部Ｖ＆

Ｖ事業部を分社化する方針を決定致しました。

　　　　　②新設分割の日

　　　　　　平成20年１月７日

　　　２．実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会平成15年10月31日))及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日　最終改正　平成18年12月22日）に基づき、共通

支配下の取引として会計処理を行っております。
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(１株当たり情報)

　

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 2,136円13銭

１株当たり当期純利益 19円72銭

１株当たり純資産額 2,148円90銭

１株当たり当期純利益 61円89銭

　潜在株式調整後１株当
たり当期純利益

61円81銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、ストックオプション制度を採用しております
が、調整計算の結果、１株当たり当期純利益額が減少し
ないため、記載しておりません。　

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前連結会計年度

（平成19年３月31日)

当連結会計年度

（平成20年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 85,433,913 82,296,979

普通株式に係る純資産額（千円） 77,011,818 72,740,939

差額の主な内訳

　少数株主持分（千円） 8,422,095 9,556,039

普通株式の発行済株式数（千株） 37,546 37,546

普通株式の自己株式数（千株） 1,494 3,696

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（千株）

36,052 33,850

　

２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

項目

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（千円） 726,112 2,172,282

普通株式に係る当期純利益（千円） 726,112 2,172,282

普通株式の期中平均株式数（千株） 36,817 35,098

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　当期純利益調整額（千円） － △2,852

　　（うち子会社の発行する潜在株式による影響）
（千円）

（－） （△2,852）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

潜在株式の種類

旧商法第280条ノ19の規
定に基づく新株予約権

潜在株式数

1,001,000株

発行価格

6,680円

これらの詳細について
は、第４提出会社の状況
１株式等の状況(2)新株
予約権等の状況に記載の
とおりであります。

（提出会社）

　潜在株式の種類

旧商法第280条ノ19の規
定に基づく新株予約権

潜在株式数

809,100株

発行価格

6,680円

（連結子会社）
㈱マーキュリー
　 スタッフィング

会社法に基づく新株予約
権

潜在株式数

1,914株

発行価格

8,700円
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(重要な後発事象)

前連結会計年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)
─────── （自己株式の消却）

当社は、平成20年６月９日開催の取締役会において、会
社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却すること
を決議いたしました。

　１．自己株式の消却を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の

一環として、自社株式の消却を行うものです。

　２．消却する株式の種類

　当社普通株式

　３．消却する株式の数　

　1,800,000株

　　　　（消却前発行済株式総数に対する割合4.79％）

　４．消却予定日

　平成20年６月30日

　５．消却後の発行済株式総数

　35,746,329株

（自己株式の取得）
当社は、平成20年６月９日開催の取締役会において、会
社法第459条第1項及び当社定款の定めに基づき、自己
株式を取得することを決議いたしました。

　１．自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の

一環として、自社株式の取得を行うものです。

　２．取得の内容

(1) 取得の方法

　　市場買付

(2) 取得対象株式の種類

　　当社普通株式

(3) 取得しうる株式の総数　　　　

　　1,800,000株（上限）

　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する

　　　　　割合　5.32％）

(4) 株式の取得価額の総額　　　　　

　　40億円（上限）

(5) 取得期間　　

　　平成20年６月11日～平成20年11月28日

　３．自己株式の取得結果

「第４　提出会社の状況　２自己株式の取得等の状

況」に記載のとおりであります。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

　
　

【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(％)
返済期限

短期借入金 51,660,59155,609,491 1.37 －

１年以内に返済予定の長期借入金 1,493,480 127,970 0.72 －

１年以内に返済予定のリース債務 － － － －

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く）

426,770 608,800 0.37
平成21年４月１日～
　　平成36年10月30日

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く）

－ － － －

その他の有利子負債 － － － －

合計 53,580,84156,346,261 － －

(注)１　平均利率は当連結会計年度末日現在の加重平均利率によっております。

　　２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

　　　　あります。

区分
１年超２年以内

(千円)

２年超３年以内

(千円)

３年超４年以内

(千円)

４年超５年以内

(千円)

長期借入金 54,400 34,400 20,000 －

　
　　３　長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）のうち独立行政法人科学技術振興機構より無利息の借入金

　　　　が500,000千円含まれております。

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

有価証券報告書

 93/126



２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

第37期

(平成19年３月31日)

第38期

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

　１　現金及び預金 5,046,446 7,573,799

　２　受取手形 439,915 353,743

　３　売掛金 ※1 23,904,215 20,036,367

　４　商品 109,922 315,931

　５　仕掛品 1,627,181 1,488,429

　６　前払費用 295,401 436,084

　７　繰延税金資産 2,782,894 2,856,878

　８　その他 725,811 1,560,245

　　　貸倒引当金 △318,427 △318,486

　　　流動資産合計 34,613,36224.8 34,302,99325.0

Ⅱ　固定資産

　(1)有形固定資産

　１　建物 51,900,355 52,662,198

　　　減価償却累計額 △7,369,68344,530,671△9,894,19342,768,005

　２　構築物 410,332 410,332

　　　減価償却累計額 △123,187287,145 △155,370254,962

　３　車両及び運搬具 52,803 56,171

　　　減価償却累計額 △42,693 10,109 △37,870 18,300

　４　工具器具及び備品 6,312,628 6,395,882

　　　減価償却累計額 △2,389,3523,923,276 △3,365,7793,030,102

　５　土地 ※3 28,696,969 28,696,969

　６　建設仮勘定 35,674 －

　　　有形固定資産合計 77,483,84755.6 74,768,34054.5

　(2)無形固定資産

　１　商標権 686 －

　２　ソフトウェア 1,381,152 1,727,367

　３　電話加入権 142,371 142,371

　４　その他 1,938 1,585

　　　無形固定資産合計 1,526,1481.1 1,871,3241.4

　(3)投資その他の資産

　１　投資有価証券 2,202,393 2,575,100

　２　関係会社株式 12,317,157 12,671,935

　３　従業員長期貸付金 7,220 6,044

　４　関係会社長期貸付金 8,829,000 8,374,000

　５　長期未収入金 33,200 48,700

　６　長期前払費用 483,761 365,993

　７　敷金保証金 499,351 521,819

　８　繰延税金資産 913,025 749,802

　９　その他 465,620 980,203

　　　貸倒引当金 △36,558 △52,371

　　投資その他の資産合計 25,714,17118.5 26,241,22819.1

　　固定資産合計 104,724,16675.2 102,880,89375.0

　　資産合計 139,337,528100.0 137,183,887100.0

　

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

有価証券報告書

 94/126



　　 第37期

(平成19年３月31日)

第38期

(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

　１　買掛金 ※1 5,282,685 4,304,673

　２　短期借入金 ※1 48,354,700 52,466,200

　３　一年内返済長期借入金 1,394,000 95,000

　４　未払金 3,118,227 1,043,999

　５　未払費用 6,429,566 7,040,488

　６　未払法人税等 1,399,028 720,000

　７　未払消費税等 334,599 1,926,724

　８　前受金 221,082 178,751

　９　預り金 153,375 238,109

　10　前受収益 69,349 175,783

　11　役員賞与引当金 80,670 76,880

　12　その他 12,610 12,140

　　　流動負債合計 66,849,89848.0 68,278,75049.8

Ⅱ　固定負債

　１　長期借入金 95,000 500,000

　２　役員退職慰労金引当金 143,180 125,999

　３　その他 726,511 811,038

　　　固定負債合計 964,6910.7 1,437,0371.0

　　　負債合計 67,814,58948.7 69,715,78850.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 26,200,289 26,200,289

　２　資本剰余金

　　　　資本準備金 28,438,965 28,438,965

　　　　資本剰余金合計 28,438,965 28,438,965

　３　利益剰余金

　　1)　利益準備金 451,673 451,673

　　2)　その他利益剰余金

　　　　プログラム準備金 47,401 25,751

　　　　別途積立金 27,750,000 27,750,000

　　　　特別償却準備金 15,013 －

　　　　繰越利益剰余金 1,561,389 2,208,399

　　　　利益剰余金合計 29,825,477 30,435,823

　４　自己株式 △4,021,498 △8,564,231

　　　株主資本合計 80,443,23357.7 76,510,84655.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価差額金 130,968 8,515

　２　土地再評価差額金 ※3 △9,051,263 △9,051,263

　　　評価・換算差額等合計 △8,920,294△6.4 △9,042,747△6.6

　　　純資産合計 71,522,93951.3 67,468,09849.2

　　　負債純資産合計 139,337,528100.0 137,183,887100.0
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② 【損益計算書】

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

区分
注記

番号

金額

(千円)

百分比

(％)

金額

(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高

　１　ソフトウェア開発事業
収益

75,848,457 72,611,003

　２　アウトソーシング事業
収益

7,477,084 7,750,949

　３　ソリューションサービ
ス事業収益

9,379,09492,704,635100.08,935,44489,297,398100.0

Ⅱ　売上原価

　１　ソフトウェア開発事業
原価

54,855,379 53,096,378

　２　アウトソーシング事業
原価

6,450,262 6,935,223

　３　ソリューションサービ
ス事業原価

8,340,96069,646,60375.18,004,32268,035,92376.2

　　　売上総利益 23,058,03224.9 21,261,47423.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　１　広告宣伝費 789,910 746,194

　２　役員報酬 187,150 198,175

　３　従業員給与・賞与 7,188,240 8,186,980

　４　退職給付費用 403,532 455,722

　５　法定福利費 1,028,061 989,260

　６　役員退職慰労金引当金
繰入額

17,394 13,726

　７　役員賞与引当金繰入額 80,670 76,880

　８　福利厚生費 528,654 489,894

　９　採用研修費 684,002 987,082

　10　旅費交通費 293,933 315,302

　11　事務用品費 758,682 478,196

　12　賃借料 32,169 8,441

　13　地代家賃 590,286 570,143

　14　支払手数料 62,671 91,166

　15　租税公課 1,200,936 372,441

　16　貸倒引当金繰入額 37 15,871

　17　減価償却費 643,900 1,257,074

　18　調査研究費 772,249 434,758

　19　業務委託費 1,601,959 1,621,993

　20　その他 1,111,05417,975,49519.42,214,24319,523,55121.9

　　　営業利益 5,082,5375.5 1,737,9231.9

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 ※2 81,422 128,961

　２　受取配当金 ※2 610,271 581,322

　３　受取賃貸料 ※2 829,348 1,911,642

　４　その他 ※2 209,7981,730,8411.9 533,7013,155,6273.6
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第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

　至　平成20年３月31日)

区分
注記

番号

金額

(千円)

百分比

(％)

金額

(千円)
百分比
(％)

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 ※2 284,844 592,012

　２　賃貸料原価 ※2 488,856 1,176,326

　３　固定資産除却損 101,969 17,317

　４　商品廃棄損 103,134 －

　５　その他 8,510 987,3131.1 17,5461,803,2022.0

　　　経常利益 5,826,0656.3 3,090,3473.5

Ⅵ　特別利益

　１　関係会社株式売却益 － 170,160

　２　生命保険解約返戻金 － － － 724,679894,8391.0

Ⅶ　特別損失

　１　関係会社株式評価損 1,935,699 －

　２　投資有価証券評価損 65,066 1,129,801

　３　減損損失 ※3 1,919,0273,919,7934.2 － 1,129,8011.3

　　　税引前当期純利益 1,906,2722.1 2,855,3853.2

　　　法人税、住民税及び事業
税

2,040,698 1,360,445

　　　法人税等調整額 △638,4191,402,2781.5 172,9361,533,3811.7

　　　当期純利益 503,9930.6 1,322,0031.5
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製造原価計算書

　

Ａ　ソフトウェア開発関連原価明細書

前事業年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

１　労務費　

　　　従業員給与・賞与 22,415,962 24,670,971

　　　退職給付費用 603,031 654,038

　　　法定福利費 2,520,554 2,923,509

　　　福利厚生費 37,95425,577,50144.9 45,63528,294,15551.6

２　外注費　 27,953,96149.0 23,530,04842.9

３　経費　

　　　旅費交通費 796,994 545,318

　　　通信費 98,200 110,550

　　　消耗品費 980,600 517,373

　　　地代家賃 360,858 354,149

　　　減価償却費 556,226 771,031

　　　その他 690,6393,483,5206.1 751,7893,050,2125.6

　当期総製造費用 57,014,984100.0 54,874,416100.0

　期首仕掛品棚卸高 640,139 1,202,102

合計　　　 57,655,123 56,076,519

　他勘定振替高　　 ※１ 1,597,641 1,774,092

　期末仕掛品棚卸高 1,202,102 1,206,048

当期ソフトウェア開発事業原価 54,855,379 53,096,378

　

（注）　※１内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

販売費及び一般管理費 311,925 1,477,650

固定資産 1,285,716 296,442

計 1,597,641 1,774,092

　

　　　※２原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
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Ｂ　アウトソーシング事業原価明細書

前事業年度

(自　平成18年４月１日
  至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

１　労務費　

　　　従業員給与・賞与 1,646,012 1,601,456

　　　退職給付費用 45,327 40,828

　　　法定福利費 186,990 187,922

　　　福利厚生費 2,4551,880,78528.9 1,7941,832,00126.1

２　外注費　 2,842,53543.7 3,426,07648.9

３　経費　

　　　旅費交通費 76,573 34,288

　　　通信費 107,170 123,216

　　　消耗品費 165,158 57,851

　　　地代家賃 29,045 16,425

　　　減価償却費 342,054 607,456

　　　その他 1,061,7371,781,73927.4 912,4941,751,73325.0

　当期総製造費用 6,505,059100.0 7,009,811100.0

　期首仕掛品棚卸高 367,401 257,444

合計　　　 6,872,461 7,267,255

　期末仕掛品棚卸高 257,444 176,141

　他勘定振替高　　 ※１ 164,755 155,890

当期アウトソーシング事業原価 6,450,262 6,935,223

　

（注）　※１内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

販売費及び一般管理費 164,755 115,550

固定資産 － 40,340

計 164,755 155,890

　

　　　※２原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
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Ｃ　ソリューションサービス事業原価明細書

前事業年度

(自　平成18年４月１日
　至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

１　労務費　

　　　従業員給与・賞与 885,645 721,891

　　　退職給付費用 23,941 20,078

　　　法定福利費 100,996 86,801

　　　福利厚生費 1,1731,011,75635.1 819 829,59032.2

２　外注費　 1,134,40739.3 882,95534.3

３　経費　

　　　旅費交通費 36,425 25,289

　　　通信費 150,333 46,931

　　　消耗品費 90,864 61,448

　　　地代家賃 10,307 12,022

　　　減価償却費 207,706 553,418

　　　その他 240,995736,63325.6 162,426861,53733.5

　当期総製造費用 2,882,798100.0 2,574,082100.0

　期首仕掛品棚卸高 216,742 167,634

合計　　　 3,099,540 2,741,717

　期末仕掛品棚卸高 167,634 106,239

　他勘定振替高　　 ※１ 98,046 468,467

当期製造原価 2,833,860 2,167,010

期首商品 239,351 109,922

当期商品仕入高 5,377,671 6,043,320

期末商品棚卸高 109,922 315,931

当期ソリューションサービス事
業原価

8,340,960 8,004,322

　

（注）　※１内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度（千円） 当事業年度（千円）

販売費及び一般管理費 98,046 257,076

固定資産 － 211,391

計 98,046 468,467

　
　　　※２原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
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③ 【株主資本等変動計算書】
第37期(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)　　

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 26,200,289 28,438,965 28,438,965

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 － － －

　剰余金の配当(注) － － －

　役員賞与(注) － － －

　当期純利益 － － －

　自己株式の取得 － － －

　プログラム準備金の取崩 － － －

　特別償却準備金の取崩 － － －

　別途積立金の積立 － － －

　株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
－ － －

事業年度中の変動額合計（千円） － － －

平成19年３月31日残高（千円） 26,200,289 28,438,965 28,438,965

　
株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本

合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計プログラム

準備金
別途積立金

特別償却準
備金

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高(千円) 451,673 90,48425,750,00067,8743,758,84030,118,873△1,132,42683,625,701

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 － － － － △370,538△370,538 － △370,538

　剰余金の配当(注) － － － － △370,550△370,550 － △370,550

　役員賞与(注) － － － － △56,300△56,300 － △56,300

　当期純利益 － － － － 503,993503,993 － 503,993

　自己株式の取得 － － － － － － △2,889,072△2,889,072

　プログラム準備金の取崩 － △43,083 － － 43,083 － － －

　特別償却準備金の取崩 － － － △52,861 52,861 － － －

　別途積立金の積立 － － 2,000,000 － △2,000,000 － － －

　株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） － △43,0832,000,000△52,861△2,197,451△293,395△2,889,072△3,182,467

平成19年３月31日残高（千円） 451,673 47,40127,750,00015,0131,561,38929,825,477△4,021,49880,443,233

　
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 241,503 △9,044,644△8,803,141 74,822,560

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 － － － △370,538

　剰余金の配当(注) － － － △370,550

　役員賞与(注) － － － △56,300

　当期純利益 － － － 503,993

　自己株式の取得 － － － △2,889,072

　プログラム準備金の取崩 － － － －

　特別償却準備金の取崩 － － － －

　別途積立金の積立 － － － －

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
△110,534 △6,618 △117,153 △117,153

事業年度中の変動額合計(千円) △110,534 △6,618 △117,153 △3,299,621

平成19年３月31日残高(千円) 130,968 △9,051,263△8,920,294 71,522,939

（注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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第38期(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)　　

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(千円) 26,200,289 28,438,965 28,438,965

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 － － －

　当期純利益 － － －

　自己株式の取得 － － －

　プログラム準備金の取崩 － － －

　特別償却準備金の取崩 － － －

　株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
－ － －

事業年度中の変動額合計（千円） － － －

平成20年３月31日残高（千円） 26,200,289 28,438,965 28,438,965

　
株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計プログラム

準備金
別途積立金

特別償却

準備金

繰越利益

剰余金

平成19年３月31日残高(千円)451,67347,40127,750,00015,0131,561,38929,825,477△4,021,49880,443,233

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 － － － － △711,657△711,657 － △711,657

　当期純利益 － － － － 1,322,0031,322,003 － 1,322,003

　自己株式の取得 － － － － － － △4,542,732△4,542,732

　プログラム準備金の取崩 － △21,649 － － 21,649 － － －

　特別償却準備金の取崩 － － － △15,01315,013 － － －

　株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計（千

円）
－ △21,649 － △15,013647,009 610,346△4,542,732△3,932,386

平成20年３月31日残高（千

円）
451,67325,75127,750,000－ 2,208,39930,435,823△8,564,23176,510,846

　
評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) 130,968△9,051,263△8,920,29471,522,939

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 － － － △711,657

　当期純利益 － － － 1,322,003

　自己株式の取得 － － － △4,542,732

　プログラム準備金の取崩 － － － －

　特別償却準備金の取崩 － － － －

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△122,453 － △122,453 △122,453

事業年度中の変動額合計(千円) △122,453 － △122,453△4,054,840

平成20年３月31日残高(千円) 8,515△9,051,263△9,042,74767,468,098
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重要な会計方針

　

項目

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

　時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定)

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

同左

　時価のないもの

移動平均法による原価法

　時価のないもの

同左

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法

(2) 仕掛品

個別法による原価法

(1) 商品

同左

(2) 仕掛品

同左

３　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物(建物付属設備を除く)につ

いては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物　　３～50年

車両及び運搬具　　５～６年

工具器具及び備品　２～20年

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

見込販売期間(３年以内)における見

込販売数量に基づく償却額と販売可

能な残存有効期間に基づく均等配分

額を比較し、いずれか大きい額を計上

する方法

(2) 無形固定資産

市場販売目的のソフトウェア

同左

自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法

その他

定額法

自社利用目的のソフトウェア

同左

その他

同左

(3) 投資その他の資産(長期前払費用)

 定額法

(3) 投資その他の資産(長期前払費用)

同左
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項目

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

４　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

当事業年度末現在に有する金銭債権
の貸倒損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に
充てるため、支給見込額に基づき当
事業年度に見合う分を計上しており
ます。

（会計方針の変更）
当事業年度から「役員賞与に関する
会計基準」（企業会計基準委員会　
平成17年11月29日　企業会計基準第
４号）を適用しております。
この結果、従来の方法に比べて、営業
利益、経常利益、税引前当期純利益及
び当期純利益が、80,670千円減少し
ております。

(2) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に
充てるため、支給見込額に基づき当
事業年度に見合う分を計上しており
ます。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当
事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当期
末において発生していると認められ
る額を計上しております。

当社は、当事業年度末において年金
資産の見込額が退職給付債務見込額
から会計基準変更時差異の未処理
額、未認識数理計算上の差異及び未
認識過去勤務債務を控除した額を超
過しているため、当該超過額を前払
年金費用として投資その他の資産の
「その他」に含めて計上しておりま
す。
な お 、 会 計 基 準 変 更 時 差 異
(3,915,026千円)については15年に
よる均等額を費用処理しておりま
す。
また、数理計算上の差異は、発生時の
従業員の平均残存勤務期間(11～13
年)による定額法により、それぞれ発
生の翌事業年度より費用処理してお
ります。
さらに、過去勤務債務は、発生時の従
業員の平均残存勤務期間(13年)によ
る定額法によっております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当
事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当期
末において発生していると認められ
る額を計上しております。
当社は、当事業年度末において年金
資産の見込額が退職給付債務見込額
から会計基準変更時差異の未処理
額、未認識数理計算上の差異及び未
認識過去勤務債務を控除した額を超
過しているため、当該超過額を前払
年金費用として投資その他の資産の
「その他」に含めて計上しておりま
す。
な お 、 会 計 基 準 変 更 時 差 異
(3,915,026千円)については15年に
よる均等額を費用処理しておりま
す。
また、数理計算上の差異は、発生時の
従業員の平均残存勤務期間(11～13
年)による定額法により、それぞれ発
生の翌事業年度より費用処理してお
ります。
さらに、過去勤務債務は、発生時の従
業員の平均残存勤務期間(13年)によ
る定額法によっております。

(4) 役員退職慰労金引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるた
め、内規に基づく期末要支給額を計
上しております。

(4) 役員退職慰労金引当金

同左

５　リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。

同左

６　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な

事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(会計方針の変更)

（会計処理の変更）
　

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　17年12月９日企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

これによる損益への影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

71,522,939千円であります。

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。

───────

　

(表示方法の変更)

　

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

（損益計算書）

前事業年度において営業外費用の「その他」に含め

ておりました「固定資産除却損」は、重要性が増したた

め、区分掲記しております。

なお、前事業年度において営業外費用の「その他」に

含めておりました「固定資産除却損」は、12,920千円で

あります。

───────
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注記事項

(貸借対照表関係)
　

第37期

(平成19年３月31日)

第38期

(平成20年３月31日)

※１　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

売掛金　　　　　　552,528千円

買掛金　　　　　　607,506千円

※１　関係会社に対する資産及び負債

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

ものは、次のとおりであります。

売掛金　　　　　　442,728千円

買掛金　　　　　　457,106千円

短期借入金　　　1,500,000千円

２　下記の会社の金融機関等からの借入に対して次のと

おり債務保証を行っております。

２　下記の会社の金融機関等からの借入に対して次のと

おり債務保証を行っております。

㈱高速屋 115,625千円

㈱オーエー研究所 57,600千円

計 173,225千円

㈱高速屋 78,125千円

㈱オーエー研究所 43,200千円

計 121,325千円

※３　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号　平成13年３月31日改正)に基づき、

平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を

行っております。

なお、再評価差額については、土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律(平成11年３月31

日公布法律第24号)に基づき、「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。

　再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める地価税法(平成３年法律第69号)第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価額に合理的な調整を行って算定する方

法

　再評価を行った年月日　　平成14年３月31日

　再評価を行った土地の事業年度末における

　時価と再評価後の帳簿価額との差額

　　　　　　　　　　　　　　　　　△2,095,851千円

※３　土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公

布法律第34号　平成13年３月31日改正)に基づき、

平成14年３月31日に事業用の土地の再評価を

行っております。

なお、再評価差額については、土地の再評価に関

する法律の一部を改正する法律(平成11年３月31

日公布法律第24号)に基づき、「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。

　再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める地価税法(平成３年法律第69号)第16

条に規定する地価税の課税価格の計算の基

礎となる土地の価額を算定するために国税

庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価額に合理的な調整を行って算定する方

法

　再評価を行った年月日　　平成14年３月31日

　再評価を行った土地の事業年度末における

　時価と再評価後の帳簿価額との差額

　　　　　　　　　　　　　　　　　△1,126,723千円
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(損益計算書関係)

　

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

　１　研究開発費の総額

　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開　発

費は次のとおりであります。

研究開発費 2,278,558千円

※２　各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

受取利息 68,683千円

受取配当金 603,454千円

受取賃貸料 393,548千円

営業外収益その他 27,783千円

支払利息 8,114千円

賃貸料原価 141,509千円

※３　固定資産減損損失

　　　　当社は当事業年度において、以下の資産について減

損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

東京都

江東区

他

アウト

ソーシング

関連機器

遊休資産

有形固定資産

無形固定資産

（器具備品、

　ソフトウェア、

　リース資産他）

有形固定資産

（建設仮勘定、

　リース資産他）

900,426

千円

1,018,601

千円

当社は、主に継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分を基礎として、資産のグルーピングを

行っております。ただし、事業の用に直接供していない

遊休資産については個別に取り扱っております。解約

撤去が決定した設備については、処分費用等を含めて

1,018,601千円　を特別損失に計上しております。

　また、収益性が著しく低下した設備等については、回

収可能価額までの減額による、減損損失900,426千円を

特別損失として計上しております。減損損失の内訳は

有形固定資産275,976千円、リース資産1,427,928千円、

投資その他の資産207,122千円、その他8,000千円であ

ります。

　なお、当資産の回収可能価額は、使用価額により測定

しており、将来キャッシュ・フローを6.0％で割り引い

て計算しております。

　１　研究開発費の総額

　　　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。

研究開発費 1,310,431千円

※２　各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

受取利息 104,311千円

受取配当金 577,314千円

受取賃貸料 1,187,825千円

営業外収益その他 47,700千円

支払利息 16,065千円

賃貸料原価 550,872千円

※３　固定資産減損損失

───────
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当事業年度末
(株)

　普通株式 491,284 1,002,190 － 1,493,474

　

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　自己株式買付による増加　　　　1,000,000株

　単元未満株式の買取による増加　　　2,190株

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当事業年度末
(株)

　普通株式 1,493,474 2,201,752 － 3,695,226

　

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

　自己株式買付による増加　　　　2,200,000株

　単元未満株式の買取による増加　　　1,752株
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(リース取引関係)

　

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも
の以外のファイナンス・リース取引

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額

相当額

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

減損損失
累計額

相当額

(千円)

期末残高
相当額

(千円)

工具器具
及び備品

1,788,1101,177,520577,30433,285

ソフト
ウェア

690,259456,834－ 233,424

合計 2,478,3691,634,355577,304266,710

　

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額

(千円)

減価償却
累計額
相当額

(千円)

減損損失
累計額
相当額

(千円)

期末残高
相当額

(千円)

工具器具
及び備品

1,712,418938,611513,800260,006

ソフト
ウェア

546,676382,98263,503100,190

合計 2,259,0941,321,593577,304360,196

　

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

　　未経過リース料期末残高相当額

1年内 479,275千円

1年超 373,092千円

合計 852,368千円

２　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高

　　未経過リース料期末残高相当額

1年内 364,356千円

1年超 6,476千円

合計 370,833千円

リース資産減損勘定期末残高 488,700千円

　

リース資産減損勘定期末残高 225,703千円

　

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 722,397千円

リース資産減損勘定の取崩額 939,228千円

減価償却費相当額 756,113千円

支払利息相当額 47,501千円

減損損失 1,427,928千円

　

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 494,678千円

リース資産減損勘定の取崩額 262,996千円

減価償却費相当額 460,849千円

支払利息相当額 13,344千円

４　減価償却費相当額の算定方法

　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

前事業年度(平成19年３月31日現在)

１　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　

区分
貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 子会社株式 3,469,453 15,970,832 12,501,379

(2) 関連会社株式 － － －

計 3,469,453 15,970,832 12,501,379

　

当事業年度(平成20年３月31日現在)

１　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　

区分
貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 子会社株式 3,533,201 9,151,272 5,618,071

(2) 関連会社株式 － － －

計 3,533,201 9,151,272 5,618,071
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(税効果会計関係)

第37期

(平成19年３月31日)

第38期

(平成20年３月31日)

１　繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(千円)

繰延税金資産

　賞与引当金 1,990,305

　未払不動産取得税 227,360

　厚生年金基金制度変更に伴う一
時金

1,341

　役員退職慰労金引当金 58,131

　未払法定福利費 218,402

　未払事業税・未払事業所税 202,725

　貸倒損失及び貸倒引当金 236,473

　減損損失 258,145

　有価証券・会員権等評価損 54,002

　減価償却 735,336

　その他 5,991

　繰延税金資産合計 3,988,215

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △89,517

　前払年金費用 △160,116

　特別償却準備金 △10,261

　プログラム準備金 △32,398

　繰延税金負債合計 △292,294

繰延税金資産(負債)の純額 3,695,920

　

１　繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(千円)

繰延税金資産

　賞与引当金 2,282,403

　役員退職慰労金引当金 51,155

　未払法定福利費 268,707

　未払事業税・未払事業所税 161,321

　貸倒損失及び貸倒引当金 238,159

　減損損失 126,899

　有価証券・会員権等評価損 1,398,630

　減価償却 884,703

　その他 5,991

　繰延税金資産小計 5,417,972

　評価性引当額 △1,416,801

　繰延税金資産合計 4,001,171

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △5,820

　前払年金費用 △371,068

　プログラム準備金 △17,601

　繰延税金負債合計 △394,490

繰延税金資産(負債)の純額 3,606,681

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.6

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

3.1

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△11.7

有価証券減損処理未認識 41.2

その他 0.4

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

73.6

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主要な項目別の内

訳

(％)

法定実効税率 40.6

交際費等永久に損金に算入されな
い項目

2.2

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目

△8.2

評価性引当額の増減 14.3

住民税均等割等 2.9

その他 1.9

税効果会計適用後の法人税等の負
担率

53.7

　

　

(企業結合等関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一であるため、記載しておりませ

ん。
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(１株当たり情報)
　

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,983円84銭

１株当たり当期純利益 13円69銭

１株当たり純資産額 1,993円08銭

１株当たり当期純利益 37円66銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、ストックオプション制度を採用しておりますが、調

整計算の結果、１株当たり当期純利益金額が減少しない

ため、記載しておりません。

同左

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

前事業年度末

（平成19年３月31日)

当事業年度末

（平成20年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 71,522,939　 67,468,098　

普通株式に係る純資産額（千円） 71,522,939　 67,468,098　

普通株式の発行済株式数（千株） 37,546　 37,546　

普通株式の自己株式数（千株） 1,493　 3,695　

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数（千株） 36,052　 33,851　

　
２　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益

前事業年度

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当事業年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 503,993　 1,322,003　

普通株式に係る当期純利益（千円） 503,993　 1,322,003　

普通株主に帰属しない金額（千円） －　 －　

普通株式の期中平均株式数（千株） 36,818　 35,099　

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類

旧商法第280条ノ19の規定
に基づく新株引受権

潜在株式数

1,001,000株

発行価格

6,680円

これらの詳細については、
第４提出会社の状況１株
式等の状況(2)新株予約権
等の状況に記載のとおり
であります。

潜在株式の種類

旧商法第280条ノ19の規定
に基づく新株引受権

潜在株式数

809,100株

発行価格

6,680円

同左
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(重要な後発事象)

第37期

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

第38期

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)
─────── （自己株式の消却）

当社は、平成20年６月９日開催の取締役会において、会
社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却すること
を決議いたしました。

　１．自己株式の消却を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の

一環として、自社株式の消却を行うものです。

　２．消却する株式の種類

　当社普通株式

　３．消却する株式の数　

　1,800,000株

　　　　（消却前発行済株式総数に対する割合4.79％）

　４．消却予定日

　平成20年６月30日

　５．消却後の発行済株式総数

　35,746,329株

（自己株式の取得）
当社は、平成20年６月９日開催の取締役会において、会
社法第459条第1項及び当社定款の定めに基づき、自己
株式を取得することを決議いたしました。

　１．自己株式の取得を行う理由

　経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の

一環として、自社株式の取得を行うものです。

　２．取得の内容

(1) 取得の方法

　　市場買付

(2) 取得対象株式の種類

　　当社普通株式

(3) 取得しうる株式の総数　　　　

　　1,800,000株（上限）

　　　　（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する

　　　　　割合　5.32％）

(4) 株式の取得価額の総額　　　　　

　　40億円（上限）

(5) 取得期間　　

　　平成20年６月11日～平成20年11月28日

　３．自己株式の取得結果

「第４　提出会社の状況　２自己株式の取得等の状

況」に記載のとおりであります。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券 その他有価証券

㈱ビックカメラ 13,510 924,084

㈱シティアスコム 100,000 550,000

住友不動産㈱ 282,000 495,474

ラックホールディングス 735,000 187,425

ブレインセラーズ・ドットコム㈱ 305 110,622

㈱経営共創基盤 2,000 100,000

㈱ヤッパ 140 82,600

㈱ウェッジ 100 18,519

秋葉原タウンマネジメント㈱ 100 5,000

㈱ふくおかFG 2,170 1,126

その他５銘柄 11,763 250

計 1,147,088 2,475,100

　

【その他】

　

種類及び銘柄 投資口数等（口）
貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券 その他有価証券
投資事業有限責任組合出資金
インディペンデントフィルム
ファンド2号

10 100,000

計 10 100,000
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【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

　建物 51,900,355762,174 33152,662,1989,894,1932,524,66242,768,005

　構築物 410,332 － － 410,332155,37032,182254,962

　車両及び運搬具 52,80315,03411,66656,17137,8706,17918,300

　工具、器具及び備品 6,312,628355,216271,9626,395,8823,365,7791,221,6853,030,102

　土地 28,696,969－ － 28,696,969－ － 28,696,969

　建設仮勘定 35,674884,937920,612 － － － －

　有形固定資産計 87,408,7642,017,3631,204,57288,221,55513,453,2143,784,71074,768,340

無形固定資産

　商標権 1,247 － － 1,247 1,247 686 －

　ソフトウェア 2,215,8943,035,0822,807,0022,443,974716,6062,636,0261,727,367

　電話加入権 142,371 － － 142,371 － － 142,371

　その他 8,201 － － 8,201 6,616 353 1,585

　無形固定資産計 2,367,7143,035,0822,807,0022,595,794724,4702,637,0651,871,324

長期前払費用 486,63472,4581,250557,843191,850188,976365,993

(注)１　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア 自社製品(販売目的)におけるソフトウェア一式 2,067,212千円

自社利用(社内利用)におけるソフトウェア一式 967,869千円

２　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウェア 自社製品(販売目的)におけるソフトウェア一式 2,673,946千円

自社利用(社内利用)におけるソフトウェア一式 133,055千円

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金 354,985 61,838 － 45,967 370,857

役員賞与引当金 80,670 76,880 80,670 － 76,880

役員退職慰労金引当金 143,180 13,726 30,907 － 125,999

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

(1)　資産の部

①　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 4,023

預金

　当座預金 129,762

　普通預金 7,435,013

　定期預金 5,000 7,569,776

合計 7,573,799

　

②　受取手形

　ａ　相手先別内訳

相手先 金額（千円）

ミツミ電機㈱ 112,864

富士ゼロックス㈱ 47,531

凸版印刷㈱ 44,407

㈱エー・アンド・ディ 42,890

㈱山武 27,773

その他 78,275

合計 353,743

　

ｂ　期日別内訳

期日別 金額（千円）

平成20年４月満期 88,477

平成20年５月満期 149,574

平成20年６月満期 92,951

平成20年７月満期 22,739

合計 353,743
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③　売掛金

　ａ　相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ 1,683,339

シャープビジネスコンピュータソフトウェア㈱ 1,662,933

ネットカード㈱ 1,308,687

日本電気通信システム㈱ 720,367

シャープ㈱ 706,474

その他 13,954,565

合計 20,036,367

　

ｂ　売掛金の発生及び回収状況

前期繰越高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

次期繰越高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

(C)
─────
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D)
─────
２

──────
(B)

─────
366

23,904,21589,297,39893,165,24620,036,367 82.30 90.05

④　商品

品名 金額(千円)

 ハードウェア及び周辺機器等 206,278

 ソフトウェア商品 109,652

合計 315,931

　

⑤　仕掛品

品名 金額(千円)

 ソフトウェア開発事業仕掛品 1,206,048

 ソリューションサービス事業仕掛品 176,141

 アウトソーシング事業仕掛品 106,239

合計 1,488,429
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⑥　関係会社株式

銘柄 株式数㈱ 金額(千円)

サイバネットシステム㈱ 168,075 2,042,578

富士ソフトディーアイエス㈱ 29,714 0

ヴィンキュラムジャパン㈱ 19,025 1,426,875

サイバーコム㈱ 1,140,500 63,748

富士ソフトケーシーエス㈱ 5,788 441,865

富士ソフトサービスビューロ㈱ 914 105,866

㈱ＯＡ研究所 316,750 778,794

富士ソフト企画㈱ 800 43,000

富士ソフトＳＳＳ㈱ 494 250,547

㈱東証コンピュータシステム 25,800 2,250,000

㈱マーキュリースタッフィング 8,000 40,000

日本インターネット新聞㈱ 4,002 200,100

ダイヤモンド富士ソフト㈱ 4,320 216,000

㈱日本ビジネスソフト 80 4,000

㈱ブロックライン 3,300 250,800

エース証券㈱ 16,450,000 3,948,000

パルスイムノテック㈱ 791 299,760

富士ソフトメディカル㈱ 2,200 110,000

㈱Ｖ＆Ｖ 4,000 200,000

合計 18,184,553 12,671,935

　

⑦　関係会社長期貸付金

相手先 金額（千円）

富士ソフトディーアイエス㈱ 8,374,000

合計 8,374,000
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(2)　負債の部

　

①　買掛金

相手先 金額（千円）

ソフトバンクＢＢ㈱ 477,491

ダイワボウ情報システム㈱ 224,480

富士ソフトサービスビューロ㈱ 142,576

サイバーコム㈱ 142,332

㈱大塚商会 104,107

その他 3,213,684

合計 4,304,673

　

②　短期借入金

借入先 金額(千円)

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 21,408,200

㈱みずほ銀行 13,903,200

㈱横浜銀行 8,552,400

㈱三井住友銀行 3,317,900

㈱りそな銀行 2,000,800

サイバネットシステム㈱ 1,000,000

住友信託銀行㈱ 833,400

㈱東証コンピュータシステム 500,000

㈱豊和銀行 500,000

㈱肥後銀行 350,300

㈱大分銀行 100,000

合計 52,466,200

　

③　未払費用

相手先 金額（千円）

給与・賞与 5,972,045

その他 1,068,443

合計 7,040,488

　

　

　 (3) 【その他】

　該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 100株券、1,000株券、10,000株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 １枚につき350円

単元未満株式の買取り

　　取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　全国各支店

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。

　http://www.fsi.co.jp/

株主に対する特典 なし

（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

　当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

　

２ 【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

　

（１）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第37期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成19年６月26日関東財務局長に

提出

（２）半期報告書

事業年度　第38期（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成19年12月20日関東財務局長に

提出

（３）有価証券報告書の訂正報告書

事業年度　第37期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）平成20年２月19日関東財務局長に

提出

（４）半期報告書の訂正報告書

事業年度　第38期（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）平成20年３月24日関東財務局長に

提出

（５）臨時報告書

①平成19年７月23日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づくもの

であります。

②平成19年11月８日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の２（新設分割）の規定に基づくもので

あります。

（６）臨時報告書の訂正報告書

平成20年１月15日関東財務局長に提出

平成19年11月８日提出の臨時報告書に係る訂正報告書であります。

（７）自己株券買付状況報告書

平成19年９月10日、平成19年10月12日、平成19年11月13日、平成19年12月12日、平成20年１月15日関東

財務局長に提出

（８）臨時報告書

平成20年６月24日関東財務局長に提出

　企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第２号の２（募集によらないストック・オプ

ションの付与）の規定に基づくものであります。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

富士ソフト株式会社(E04810)

有価証券報告書

122/126



独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
　

平成19年６月25日

富士ソフト株式会社

取　締　役　会　御　中

　

み　す　ず　監　査　法　人

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　中　　村　　和　　臣　　㊞

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　柴　　谷　　哲　　朗　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士ソフ

ト株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。こ

の連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士ソ

フト株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

平成20年６月20日

富士ソフト株式会社

取　締　役　会　御　中

　

太陽ＡＳＧ監査法人

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　川　　口　　　　　勉　　㊞

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　柴　　谷　　哲　　朗　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る富士ソフト株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査

を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見

を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎と

して行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体として

の連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を

得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士ソ

フト株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績

及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

1.　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年６月９日開催の取締役会において、自己株式を消却するこ

とを決議している。

2.　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年６月９日開催の取締役会において、自己株式を取得するこ

とを決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
　

平成19年６月25日

富士ソフト株式会社

取　締　役　会　御　中

　

み　す　ず　監　査　法　人

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　中　　村　　和　　臣　　㊞

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　柴　　谷　　哲　　朗　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富士ソフ

ト株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の

責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士ソフト

株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書
　

平成20年６月20日

富士ソフト株式会社

取　締　役　会　御　中

　

太陽ＡＳＧ監査法人

　

指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　川　　口　　　　　勉　　㊞

　
指 定 社
員
業務執行社員

公認会計士　柴　　谷　　哲　　朗　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

る富士ソフト株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、

当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士ソフト

株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

1.　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年６月９日開催の取締役会において、自己株式を消却するこ

とを決議している。

2.　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成20年６月９日開催の取締役会において、自己株式を取得するこ

とを決議している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　　上

　

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管しております。
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